
はじめに 

 

平成２６年度は、国立大学にとって大きな変化のあった１年でした。国立大

学協会では、平成２５年度からの３年間である国立大学の改革加速期間中に、

「第３期中期目標期間に向けた課題検討ＷＧ」、及び「国立大学の将来ビジョン

に関するＷＧ」を立ち上げ、国立大学の役割・使命とそれを果たすための具体

的な将来ビジョン及び改革の方向性について検討を行いました。 

また、平成２６年９月に文部科学省が「国立大学法人の組織及び業務全般の

見直しに関する視点」を各大学に発出したことを受け、「人文社会科学系の意

義・役割に関するＷＧ」を立ち上げ、グローバル化やイノベーション創出の観

点等からそれらの意義・役割について検討を行いました。 

各国立大学は、ミッションの再定義を行いながら、積極的かつ自律的に機能

強化の取組みを進めてきました。同時に、国立大学協会としては、各国立大学

の機能強化を進めるために、政府をはじめとした関係機関等への要望活動、国

立大学の構成員に向けた研修事業、国立大学の取り組みを社会に理解していた

だくための広報活動に取り組んでいます。 

国立大学協会がこの 1 年間に取り組んだ活動等を「平成２６年度国立大学協

会 ANNUAL REPORT」として取りまとめました。国立大学に対する国民の期

待に応えるために、それぞれの国立大学の機能強化への取組を支援するととも

に、国立大学の存在意義についても、これまで以上に広く社会に発信していき

たいと考えています。 

全国の国立大学と国立大学協会へ、これまで以上の温かいご支援をお願い申

し上げます。 

 

一般社団法人 国立大学協会 

専務理事 山本 健慈 
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Ⅰ 平成 26 年度事業報告 

 

【会議の開催】 

 

（１） 総会 

 

  平成26年 6月19日 

平成26年 9月11日- 24日 

平成26年11月 7日 

平成27年 3月 5日 

第 1 回 

書面審議 

第 2 回 

第 3 回 

 

（２）理事会及び政策会議 

 

 ① 理事会 

  平成26年 4月24日     

平成26年 5月23日     

平成26年 7月17日     

平成26年10月16日     

平成26年11月20日     

平成27年 2月13日      

第 1 回 

第 2 回 

第 3 回 

第 4 回 

臨時 

第 5 回 

 

② 常任理事会 

  理事会、総会の審議事項及び諸課題への対応等について、随時打合せを実施 

 

③ 政策会議 

  平成26年 4月24日      

平成26年 5月23日      

平成26年 7月17日     

平成26年10月16日      

平成26年11月20日      

平成27年 ２月13日      

第 1 回 

第 2 回 

第 3 回 

第 4 回 

第 5 回 

第 6 回 

 

（３）各委員会等 

 

① 入試委員会 
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  平成26年 5月 9日  

平成26年 6月10日 

平成26年 6月20日- 27日 

平成26年 7月 8日 

平成26年 7月28日- 8月1日

平成26年 9月22日- 30日 

平成27年 1月15日 

平成27年 3月13日- 19日 

第 1 回 

大学入学者選抜の在り方に関する WG 

書面審議 

大学入学者選抜の在り方に関する WG 

書面審議 

書面審議 

第 2 回 

書面審議 

 

② 教育・研究委員会 

  平成26年 4月14日- 17日  

平成26年 5月16日 

平成26年 5月30日 

 

平成26年 6月27日- 7月3日 

平成26年 7月 2日 

平成26年 7月10日- 15日 

平成26年 7月10日- 15日 

平成26年 7月14日     

平成26年 7月28日- 30日  

平成26年10月 1日- 9日  

平成26年11月18日  

平成26年11月17日- 20日 

平成26年11月21日- 26日 

平成26年12月17日- 22日 

平成27年 1月15日        

平成27年 2月 2日       

平成27年 2月18日       

書面審議 

第 1 回 

留学生等受入れに係る安全保障上の入口管理等に関

する WG 

書面審議 

男女共同参画小委員会 

書面審議 

書面審議 

研究小委員会 

書面審議 

書面審議 

安全教育に関する WG 

書面審議 

書面審議 

書面審議 

男女共同参画小委員会 

第 2 回 

安全教育に関する WG  

 

 

③ 大学評価委員会 

  平成26年 4月14日- 17日  

平成26年 4月21日- 25日 

平成26年 5月 1日- 7日  

平成26年 5月15日 

平成26年 5月22日 

書面審議 

書面審議 

書面審議 

専門委員会 

第 1 回 
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平成26年11月11日- 13日 

平成27年 1月26日- 28日 

平成27年 3月26日- 27日 

書面審議 

書面審議 

書面審議 

 

④ 国際交流委員会 

  平成26年 4月18日- 22日 

平成26年 6月13日 

平成26年10月 1日- 9日  

平成26年11月17日- 20日    

平成26年12月17日- 22日 

平成27年 1月30日 

書面審議 

第 1 回 

書面審議 

書面審議 

書面審議 

第 2 回 

 

⑤ 経営委員会 

  平成26年 4月21日- 23日 

平成26年 7月 4日 

平成26年 7月 9日 

平成26年10月14日- 20日 

平成26年10月17日- 23日 

平成26年12月11日- 15日 

平成27年 1月19日- 22日  

平成27年 1月26日 

平成27年 2月 2日 

平成27年 2月 9日 

平成27年 2月12日 

平成27年 2月24日- 26日 

書面審議 

病院経営小委員会 

第1回 

書面審議 

書面審議 

書面審議 

書面審議 

財務・施設小委員会 

人事労務小委員会 

第 2 回 

病院経営小委員会 

書面審議 

 

⑥ 広報委員会 

  平成26年 4月25日- 5月1日

平成26年 4月28日 

平成26年 5月 9日 

平成26年 7月30日 

平成26年 9月11日 

平成26年11月17日 

平成26年12月 4日 

平成27年 2月 5日 

平成27年 2月25日- 3月6日

書面審議 

国大協ホームページの刷新に関する WG 

第 1 回及び広報企画小委員会 

広報企画小委員会 

国大協ホームページの刷新に関する WG 

広報企画小委員会 

第 2 回 

第 3 回及び広報企画小委員会 

書面審議 
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平成27年 3月6日- 3月13日 広報企画小委員会書面審議 

 

⑦ 事業実施委員会 

  平成26年 4月15日 

平成26年 5月27日- 6月4日

平成26年12月 8日- 12日 

平成26年12月25日  

平成27年 1月22日 

平成27年 2月18日        

第1回 

書面審議 

書面審議 

研修企画小委員会 

第 2 回 

研修企画小委員会 

 

⑧ 国立大学法人総合損害保険運営委員会 

  平成26年 7月31日 

平成26年10月 9日- 17日 

第1回 

書面審議 

 

⑨ 適格性審査会 

  平成26年 7月 2日- 3日  

平成26年 7月 7日- 8日 

平成26年 9月 5日 

平成26年 9月 9日- 11日 

平成26年12月 8日- 11日 

平成26年12月25日 

平成27年 1月13日- 14日 

平成27年 1月16日 

書面審議 

 

書面審議 

 

書面審議 

 

書面審議 

 

⑩ 調査企画会議 

  平成26年 5月29日 

平成26年11月26日-12月5日

平成27年 1月28日 

第1回 

書面審議 

第2回 

 

⑪ 国立大学に関する有識者懇談会 

  平成26年 6月16日  

 

⑫ 国立大学の機能強化に関する委員会 

  なし  

 

⑬ 震災復興・日本再生に関するＷＧ 
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なし 

 

⑭ 震災復興・日本再生に関する支援対象事業選定等委員会 

  なし  

 

⑮ 第３期中期目標期間に向けた課題検討WG 

  平成26年 5月12日 

平成26年 6月12日 

平成26年 7月16日 

平成26年 8月27日 

平成26年 9月25日 

平成26年10月27日 

平成26年11月27日 

第 1 回 

第 2 回 

第 3 回 

第 4 回 

第 5 回 

第 6 回 

第 7 回 

 

⑯ 人文社会科学系の意義・役割に関するWG 

  平成26年11月28日 

平成27年 2月16日 

第 1 回 

第 2 回 

 

⑰ 国立大学の将来ビジョンに関するWG 

  平成26年11月27日 

平成26年12月 5日 

平成26年12月12日 

平成27年 1月13日 

平成27年 1月19日 

平成27年 1月27日 

平成27年 2月 6日 

平成27年 3月 2日 

第 1 回 

第 2 回 

第 3 回 

第 4 回 

第 5 回 

第 6 回 

第 7 回 

第 8 回 

 

 

（４）その他の会議等 

  平成26年 5月 5日 

平成26年11月 7日 

平成26年12月19日   

平成27年 1月 23日 

平成27年 1月 23日 

平成27年 3月 5日 

日本とフランスの高等教育機関における協定締結 

文部科学省との意見交換会 

国立大学法人等監事協議会との意見交換会 

文部科学省との意見交換会 

臨時学長等懇談会 

文部科学省との意見交換会 
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【その他の活動】 

 

（５）意見、提言、要望書等の提出、面談等 

※ 各資料は、「Ⅲ 意見、提言、要望書等」のページに掲載 

  平成26年 4月17日 

平成26年 5月 7日 

 

平成26年 7月24日, 8月6日 

平成26年 8月22日 

 

平成26年 9月22日,10月17日 

 

平成26年10月30日   

 

平成26年11月14日 

 

平成26年11月17日 

平成26年11月20日   

平成26年12月16日 

 

平成26年12月19日 

平成26年12月24日   

公明党ヒアリングへ出席（大学のガバナンス改革） 

学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案

について（会長コメント）〔資料１〕 

下村博文文部科学大臣外 25 名に要望〔資料２、３〕 

今後の国立大学の入学者選抜の改革の方向について〔資料

４〕 

留学生受入れに係る安全保障上の入口管理等に関して、文

部科学省、経済産業省、外務省に要望〔資料 5〕 

民主党文部科学部門会議にて税制要望に関するヒアリン

グ 

決議「日本再生」「地域創生」「女性の活躍推進」に貢献す

る国立大学！を下村文部科学大臣に提出〔資料 6〕 

公明党税制要望に関するヒアリング 

河村建夫議員に予算及び税制改正要望 

地域と国の発展を支え、世界をリードする国立大学!!（声

明）〔資料７〕 

町村信孝議員他 15 名に税制改正要望 

河野太郎議員に競争的資金に関する要望〔資料８〕 

 

（６）広報活動 

  ・一般社団法人国立大学協会概要2014（和文・英文）の刊行 

・一般社団法人国立大学協会会員名簿’14の刊行 

・国大協広報誌「国立大学」の刊行（第33号～第36号、別冊第12号） 

・小冊子「国立大学機能強化事例集」の発刊 

・ホームページの改善、掲載内容の随時更新（一般向け、会員向け） 

・職員採用試験広報 

 

（７）研修事業の実施 

  平成26年 6月 2日 

平成26年 7月 7日 

平成26年 7月14日-15日 

平成26年 8月21日-22日 

国立大学法人等理事研修会 

国立大学法人総合損害保険研修会 

国立大学法人等部課長級研修 

国立大学法人トップセミナー 
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平成26年 9月12日 

平成26年10月 6日 

 

平成26年11月25日 

平成26年12月18日-19日 

平成27年 2月26日-27日 

大学マネジメントセミナー【ブランド戦略の構築と実践】

大学マネジメントセミナー【大学のグローバル化-戦略と

方策-】 

大学マネジメントセミナー【大学院教育と研究】 

国立大学法人等若手職員勉強会 

新規理事・事務局長就任予定者研修会 

 

◇大学改革シンポジウム等 

  平成26年10月20日 「大学の入試改革について」 

 

【大学改革シンポジウム（地方開催）】 

  平成26年 8月19日 

 

 

平成26年11月 8日 

 

平成26年11月 8日 

平成26年11月20日 

 

平成26年11月25日 

 

平成26年12月 5日 

平成27年 1月22日 

 

平成27年 1月26日 

 

平成27年 2月 1日 

高大接続シンポジウム 

～主体性と創造性を育むグローバル「人材」教育の接続

を目指して～（熊本大学） 

平成 26 年度大学改革シンポジウム「地域協働で未来を

切り開く」（高知大学） 

地域を担う人材育成と大学の役割（九州大学） 

グローバル人材におけるアーツとサイエンス – 国際流

動化時代の大学教育（一橋大学） 

サステイナブルキャンパス国際シンポジウム2014（北

海道大学） 

地域・市民とともに育てる医療人（岐阜大学） 

世界を学ぶから世界で学ぶへ～地域協働による国際教育

連携のあり方（愛媛大学） 

最前線のリーダーシップ：多様化する問題を解決に導く

力（長崎大学） 

「今、アジアがアツイ！-千葉の取組-」（千葉大学） 

 

【防災・日本再生シンポジウム（地方開催）】 

  平成26年 8月23日 

 

平成26年 9月 6日 

平成26年10月 4日 

 

平成26年10月12日 

平成26年12月 6日 

「地域が協働して創り出す減災ルネサンス」シンポジウ

ム（名古屋大学） 

「原子力災害からの復興に向けた協同の力」（福島大学）

南海地震に備えるシンポジウムⅣ 命をつなぐために備

えよう！！（高知大学） 

いばらき県北震災復興シンポジウム／ 

いばらき鹿行震災振興シンポジウム（筑波大学） 
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平成26年10月17日 

平成26年10月23日 

平成26年10月30日 

 

平成26年10月25日 

 

平成26年11月 2日 

 

 

平成26年11月16日 

 

平成27年 1月 9日 

 

平成27年 1月11日 

 

平成27年 1月25日 

 

 

北海道／防災・減災リレーシンポジウム 

「冬の防災・危機管理を考える」 

（北海道大学） 

 

桜島火山と地域防災-大正噴火の経験を生かす-（鹿児島

大学） 

日本一の原発立地地域 福井県における防災危機管理Ⅲ

津波の襲来に備える～東日本大震災からの教訓と日本

海側での調査研究への期待～（福井大学） 

防災・震災復興と「男女共同参画」-震災から得た教訓は

何か-（宇都宮大学） 

震災復興支援・災害科学研究推進室第３回シンポジウ

ム・阪神・淡路大震災20年シンポジウム（神戸大学） 

学術領域連携から考える復興山水学-地域型復興住宅と

漁師学校の可能性-（筑波大学） 

人口減少地域での防災対策、持続可能な地域づくりにつ

いて-和歌山大学はどのように地域を支えるか-（和歌山

大学） 

 

 

 

 

（８）その他の活動 

 

① 関係団体等の諸会合への参加 

ア 就職関係 

    平成26年 6月 6日 

平成26年 8月26日 

平成26年 9月 3日 

平成27年 2月20日 

第1回就職問題懇談会 

第2回就職問題懇談会 

就職採用情報交換連絡会議 

第3回就職問題懇談会 

 

イ ＪＡＣＵＩＥ（国公私立大学団体国際交流担当委員長協議会）関係 

    平成 26 年 12 月 25 日- 

平成 27 年 1 月 15 日 

書面審議 

 

ウ ＵＭＡＰ（アジア太平洋大学交流機構）関係 

    平成26年 4月15日 

平成26年 5月20日 

国際理事会 

日本国内委員会専門委員会、日本国内委員会 WG 
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平成26年 6月20日 

平成26年 9月4日- 5日 

平成27年 2月 3日 

平成27年 2月 6日 

日本国内委員会 

UMAP 大会、UMAP 国際理事会 

日本国内委員会 WG 

日本国内委員会 

 

エ その他 

    なし  

 

② 報告書等の刊行等 

   ・一般社団法人国立大学協会概要 2014（和文、英文） 

・一般社団法人国立大学協会会員名簿’14 

・一般社団法人国立大学協会 ANNUAL REPORT（平成 25 年度） 

・広報誌「国立大学」の刊行 第33号～第36号、別冊第12号 

・小冊子「国立大学機能強化事例集」 

・冊子「国立大学法人職員必携」 

・報告書「国立大学の人事・給与制度に関する調査研究」 

・報告書「地域における国立大学の役割に関する調査研究」 

・報告書「国立大学の多様な大学間連携に関する調査研究」 

・報告書「国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第 11 回追跡調査」 

 

③ 要望書等の受理 

   平成26年 7月 

平成26年 8月 

平成26年10月 

 

平成26年11月12日 

 

 

平成26年12月 5日 

 

平成27年 3月 9日 

 

産業教育の振興に関する要望書 

要望書（第 64 回国立大学工学部長会議・総会） 

家庭に関する学科等卒業者の入学者選抜についての要望

書 

公益財団法人産業教育振興中央会、全国産業教育振興会連

絡協議会・第 56 回全国産業教育振興大会宮城大会におけ

る大会決議 

高校・大学生、青年の雇用と働くルールを求める連絡会・

大学生の就職保障に向けての要請書 

国立大学法人夜間教育実施大学学部長・第二部主事会議 

・夜間教育の充実に向けた財政的支援ついて 

 

④ 外国からの訪問者（団体）対応 

 平成26年4月8日,11日 

平成26年 4月 9日 

フランス視察団 来訪 

Universities Australia 最高責任者（ロビンソン氏）来訪
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平成26年12月 3日 

平成26年12月12日 

平成27年 3月18日 

Universities Australia 訪問 

英国エクセター大学長 訪問 

南アフリカブレトリア大学長 来訪 
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Ⅱ 各種会議等議事録、議事概要 

 

 

（１）総会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

 

（２）理事会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３８ 

 

（３）各委員会等 

（各委員会に置く小委員会等の議事概要を除く。） 
 

  入試委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７０ 

   教育・研究委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７４ 

   大学評価委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７７ 

   国際交流委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７９ 

   経営委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８３ 

  広報委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８７ 

   事業実施委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９３ 

   国立大学法人総合損害保険運営委員会   ・・・・・・・・・・ ９８ 

   調査企画会議   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００ 
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一般社団法人国立大学協会 

平成２６年度第１回通常総会 議事録 

 

 

日  時  平成２６年６月１６日（月） １４：００～１６：００ 

場  所  学士会館 ２階 ２１０号室 

出 席 者  国立大学法人学長 ８２名 

   大学共同利用機関法人機構長 ２名 

 

○ 松本会長（議長）から、総会の公開について諮る旨の発言があり、公開することとした。 

○ 議長から、開会の発言があった。 

○ 正会員８６名のところ、８２名（ほか委任状３名。）の出席により定足数を満たしているこ

とが確認された。 

○ 議事録署名人として、議長、濵口副会長及び里見副会長の３名を選出した。 

○ 議長から、開会の挨拶があった。 

○ 平成２６年４月１日付けで就任した学長の紹介があった。 

 

Ⅰ 報告事項 

１ 事業報告 

議長から、資料１に基づき、前回総会以降の国立大学協会の活動について、事業報告書を

取りまとめた旨の報告があった。 

 

２ 理事会の審議状況 

常務理事から、資料２に基づき、政策会議及び理事会の審議状況等について報告があった。 

 

３ 各委員会等の活動状況 

各委員長等から、資料３に基づき、各委員会等の活動状況について報告があった。 

（１）入試委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 「中央教育審議会高大接続特別部会審議経過報告」及び「中央教育審議会初等中等教

育分科会高等学校教育部会審議まとめ（案）」について、４月４日付けでパブリックコ

メントに付され、本協会に対しても文部科学省から意見照会があったため、入試委員会

において取りまとめ、資料３－１－１のとおり意見を提出した。 

・ ６月１０日開催の「大学入学者選抜の在り方に関するＷＧ（第 3 回）」において、４

月１０日付けで各国立大学に依頼した「大学入学者選抜改善に関する意見照会」の回答
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結果の概要について報告があり、この結果を踏まえて論点を整理し、意見交換を行った。 

また、文部科学省から高大接続部会の審議状況について説明いただいた。 

中央教育審議会は７月の下旬を目途に答申を出す予定とのことなので、本ＷＧとして

も中央教育審議会等の議論を注視しながら、引き続き議論を進めていく予定である。 

 

（２）教育・研究委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 5月９日に開催された国立大学協会 中国・四国地区支部会議での議論を受けて、本委

員会において学生の健康診断に関する議論が行われた。今後は、本委員会において対応

を検討していくこととした。 

引き続き、留学生等の受入れに係る安全保障上の入口管理WGの徳久座長から、以下の

とおり報告があった。 

・ 留学生等の受入れに係る安全保障上の問題については、５月３０日、関係省庁である

外務省、文部科学省、経済産業省の担当者を招き、２回目の会議を開催した。今回の会

議では、米国の安全保障輸出管理実務に関する調査結果や、留学生等の受入れに関する

安全保障上の問題について、本 WG 委員等から説明があり、関係省庁とも意見交換を

行った。 

・ 今後、教育・研究委員会に、WGでの検討結果を報告するとともに、関係省庁に対す

る要望内容の提案を行う予定である。 

 

（３）大学評価委員長から、以下のとおり報告があった。 

  ・ 大学評価・学位授与機構が行う、第２期中期目標期間における国立大学法人評価の“教

育研究評価”について、評価者向けの「評価作業マニュアル」の改訂にあたってパブリッ

クコメントが実施され、資料３－３－１のとおり意見を提出した。 

なお、「評価作業マニュアル（決定版）」については、本年６月から７月を目途に大学

評価・学位授与機構において審議・決定される予定である。 

・ 第３期中期目標・中期計画の項目等について、文部科学省より素案が提示され、全会

員大学へ意見照会を行った後、資料３－３－２のとおり文部科学省へ意見を提出した。 

 主な意見としては、新たに追加された「入学者選抜の改善に関する目標について」に

おける文言の修正や、次期中期目標・中期計画に係る評価結果と資源配分との連動につ

いて早急に示していただきたい等を要望した。その後、大学評価委員会専門委員会（５

月 15 日開催）および大学評価委員会（5 月２２日開催）において文部科学省と意見交

換を行った。 

なお、国大協からの意見の反映方法については、現在文部科学省において検討されて

おり、項目等（決定版）については、本年８月を目途に文部科学省から各大学へ通知予
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定である。 

・ ５月２２日開催の大学評価委員会において、文部科学省から大学ポートレートの進捗

状況について説明を受け、意見交換を行った。当面のスケジュールとしては、本年の夏

頃に各大学に参加登録を依頼し、秋頃から各大学による情報の入力を行い、「国内発信」

を開始する予定である。 

また、３月の総会時にも文部科学省から説明があったが、国公立大学の情報のデータ

ベースの運用に係る各国立大学の経費の負担について、改めて協力依頼があった。具体

的には、各大学の財政規模によって差異はあるが、平成２７年度から平均で１法人当た

り百数十万円となる見込みであるとの説明があった。今後の諸情勢を踏まえ、引き続き、

国大協としての対応を検討していくこととしたい。 

・ 大学ポートレートに関して、国立大学間における情報の活用について、後ほど協議事

項においてご審議いただきたい。 

 

（４）国際交流委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 日本国とフランス共和国の高等教育機関における履修継続のための履修、学位及び単

位の相互認証に関する協定について、４月上旬に、フランス大学長会議、フランス技師

学校長会議、フランス高等教育・研究省の視察団が来日し、フランス側と協定協議を行っ

た。その後、４月２４日の理事会にて、協定案の承認をいただいた。 

・ ５月５日には、パリのフランス大統領府において、安倍総理とオランド大統領の立会

のもと、松本会長とフランス大学長会議及びフランス技師学校長会議の代表者が同協定

書への署名を行った。 

・ 同協定については、資料３－４－１のとおりであり、すでに各大学へ送付している。

協定締結を機に、両国の学生交流がより活発になることが期待されるが、具体的な策と

して、まずは、サマープログラムをはじめとする、各大学の交流に関する取組の情報交

換と周知を行うことから始めたいと考えている。 

・ 同協定については、今後、２年に１度、フォローアップを行うこととしており、交流

実績等の調査の際にはご協力願いたい。 

 

（５）経営委員長から、以下のとおり報告があった。 

労働契約法の特例について、経営委員会の人事労務小委員会所属の大学に御協力いただ

き、多くの大学が抱えているであろう疑問点を整理のうえ、文科省へ回答を求めていたと

ころであるが、このたび、３月２８日にその回答を受けたので、「改正強化法及び改正任期

法に関する QA」として全会員にメールにて情報提供を行った。 
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（６）広報委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 国大協ロゴマークについては、２２９件の応募があり、５月９日の広報委員会・広報

小委員会で資料３－６－１のとおり最優秀賞作品１件を決定した。 

・ また、国大協ロゴマークの改定に合わせ、６月にホームページを一部改修することを

決定した。本格的なリニューアルについては、引き続き検討する。 

・ 広報委員会として、文科省記者会見室で記者会見を行いたいと考えている国立大学に

対する相談・助言を行うことを決定した。 

 

（７）事業実施委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 今年度のトップセミナーについて、今回のテーマである「国立大学法人化 10 年の成

果と課題」について、３月１１日付で各大学へ事例を照会させていただいたところ、多

くの大学からご回答をいただいた。 

・ 同セミナー当日の事例発表については、資料３－７－１のとおり候補を決定し、対象

校へ依頼したところである。セミナーの開催通知を近日中に発出するので、積極的にご

参加願いたい。 

 

（８）調査企画会議座長から、以下のとおり報告があった。 

・ 平成２６年度の政策研究所委嘱事項について、５月２９日開催の第１回会議において

審議した結果、資料３－８－１のとおり「年俸制適用教員の業績評価の在り方に関する

調査研究」と「大学のコンプライアンスの在り方に関する調査研究」の２件の研究に決

定した。 

それぞれの研究成果について、年度末までを目途に、報告書又は中間報告として取り

まとめる予定である。 

・ これら２件の研究に加え、政策研究所の所長自主研究「運営費交付金削減による国立

大学への影響・評価に関する研究」については、平成２６年度も継続して実施すること

とした。 

 

４ 各支部の活動状況 

議長から、資料４に基づき、各支部の活動状況について報告があった。 

 

５ 会長からの報告 

会長から、学校教育法及び国立大学法人法の一部改正について、閣議決定された段階で会

長コメントを発出した旨報告があった。引き続き、同法案の国会における審議状況について、

木谷常務理事から報告があった。 
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   また、会長から、以下の事柄について報告があった。 

（１）５月５日にパリの大統領府においてオランド大統領と安倍総理の立会いの下、「日本

国とフランス共和国の高等教育機関における履修継続のための履修、学位及び単位の相

互認証に関する協定」の協定書への署名をさせていただいた。 

（２）本日有識者懇談会を開催したが、国大協から大学改革、イノベーション創出、グロー

バル化について説明し、意見交換を行った。 

（３）５月３０日、財政制度等審議会の報告「財政健全化に向けた基本的考え方」が公表さ

れた。このことについて、後程議論いただきたい。 

（４）学術情報ネットワークSINETの強化と安定運用に必要な費用の確保について、下村文

部科学大臣に対し、公立大学協会及び日本私立大学団体連合会と共に要望を出す予定で

ある。 

 

Ⅱ 協議事項 

１ 平成２５年度の実績報告について 

常務理事から、資料５－１、及び５－２に基づき、事業報告書（案）及び決算報告書（案）

について説明があり、引き続き、長友監事から、資料５－３に基づき、監事監査結果につ

いて報告があり、審議の結果、これを承認した。 

 

２ 公益目的支出計画実施報告書について 

議長から、一般社団法人への移行に伴う本協会の公益目的財産額については、平成２３年

６月に内閣府に提出し、673,410,153 円と確定しており、これを平成２３事業年度から３

年間にわたり、公益目的支出計画に基づき執行することとなっている旨の説明があった。 

引き続き、常務理事から、資料６－１に基づき、平成２５年度の公益目的支出計画実施報

告書（案）について説明があった。 

続いて、長友監事から、資料６－２に基づき、監事監査の結果について報告があり、審議

の結果、これを承認した。 

なお、当該報告書は、6月末に、内閣府の公益認定等委員会事務局へ提出する予定であ

るが、今後、当該事務局との調整の過程において、軽微な修正が発生した場合は、その修

正については会長に一任することとした。 

   また、公益目的支出計画の実施が平成２５年度をもって完了したので、その完了確認請

求を内閣総理大臣あてに提出することとした。 

 

３ 平成２８年度入学者選抜に関する実施要領等について 

入試委員会委員長から、資料７に基づき、平成２７年度入学者選抜に関する実施要領等
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について説明があり、審議の結果、これを承認した。 

  

４ 大学ポートレートについて 

  大学評価委員会委員長から、資料８に基づき、大学ポートレートについて説明があり、審

議の結果、承認した。 

  なお、他大学の情報を含むデータ分析結果等の外部への公表の取扱いについては、大学評

価委員会において引き続き検討することとした。 

 

５ その他 

（１）財政制度等審議会の報告について 

    議長から、資料９に基づき、財政制度等審議会の報告について、意見交換したい旨発

言があり、引き続き意見交換を行った。 

    その後、国立大学協会として会長コメントを発出することとし、取り扱いについては

会長に一任することとした。 

 

（２）国立大学を巡る状況について 

議長から、国立大学法人を巡る状況について自由に意見交換を行いたい旨の提案があ

り、里見副会長から第３期中期目標期間に向けた課題検討ＷＧにおける検討状況につい

て以下のとおり報告があった後、意見交換を行った。 

   ・ 国立大学改革プランにおいて、「第３期における国立大学法人運営費交付金や、評

価の在り方については、平成２７年度までに検討し抜本的に見直す」こととされたこ

とを受け、文部科学省の検討が始まる前に国立大学協会としても要望や意見、またそ

れに留まらず各種の方策や考え方のオプションを示すべきとのことから、本ＷＧが設

置された。検討に当たっては、３月末に各大学からいただいた約３００の意見・要望・

検討課題などの提案を基に、現在、議論を行っている。 

・ ＷＧは、これまでに２回開催したところであり、運営費交付金、目的積立金、評価

関係など、カテゴリーに分けて、現状の問題点、課題、改善策等について、議論を進

めているところである。 

・ データを揃えて効果的な主張を行いつつ、このような算定方法で運営費交付金を配

分すれば国立大学は良くなる、というものを提案していきたい。 

20



 

Ⅲ その他 

１ 関係機関からの情報提供等について 

① 大学評価・学位授与機構 

野上智行 大学評価・学位授与機構長から、海外の高等教育質保証動向の発信、大学質保

証フォーラム等について説明があった。 

② 国立大学財務・経営センター 

髙井陸雄 国立大学財務・経営センター理事長から、国立大学における経営・財務運営に

関するアンケート調査の実施について説明があった。 

③ 大学入試センター 

山本廣基 大学入試センター理事長から、平成2７年度大学入試センター試験の実施、試

験問題作成委員の派遣等について説明があった。 

 

 

 

以 上 
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一般社団法人国立大学協会 

平成２６年度第２回通常総会 議事録 

 

 

日  時  平成２６年１１月７日（金） １３：００～１７：００ 

場  所  ホテルブエナビスタ ２階 メディアーノ 

出 席 者  国立大学法人学長 ８２名 

 

○ 濵口会長代理（議長）から、総会の公開について諮る旨の発言があり、総会の冒頭から議題

２．「会長選出の意向投票について」までの間は、人事案件であるため非公開とすることとし

た。 

○ 議長から、開会の発言があった。 

○ 正会員８６名のところ、８６名（うち委任状５名、このうち１名は途中入室）の出席により

定足数を満たしていることが確認された。 

○ 議事録署名人として、議長、羽入副会長及び谷口副会長の３名を選出した。 

○ 議長から、開会の挨拶があった。 

○ 平成２６年９月１日付け及び１０月１日付けで就任した学長の紹介があった。 

 

議  事 

１ 各支部における会長選出に関する議論について 

各支部の代表者等から、支部会議における会長選出に関する議論の結果について報告が

あった。 

 

２ 会長選出の意向投票について 

常務理事から、資料１－１及び１－２に基づき、会長選出の意向投票の具体的手順につい

て説明があり、続いて高田監事及び長友監事の立会いのもと投開票が行われ、高田監事から

結果について次のように報告があった。 

意向投票時８１名出席（委任状除く） 

投票総数：８１票、有効票数：８１票、無効票数：０票 

得票のあった者： 

山口佳三（北海道大学）、里見 進（東北大学）、濱田純一（東京大学）、 

羽入佐和子（お茶の水女子大学）、永田恭介（筑波大学）濵口道成（名古屋大学）、 

山極壽一（京都大学）、平野俊夫（大阪大学）、片峰茂（長崎大学） 

〔支部推薦理事名簿順に記載〕 
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引き続き、常務理事から、以下の点について確認願いたい旨説明があり、これを了承した。 

・ 本協会定款第２２条第２項に、「会長、副会長、専務理事、常務理事及び業務執行理事は、

理事会の決議によって理事の中から選定する。」旨規定されているが、役員選任手続き等に関

する規程第４条第１項において、「会長は、理事の任期満了に伴う改選時には、支部推薦理事

就任予定者の会議において互選により選考し、理事の選任を行った定時総会の終結後直ちに開

催する理事会において選定する」旨規定されていることから、本総会休会中に開催される理事

会については、理事の任期満了に伴う改選時に準じて、現理事のうち、「支部推薦理事のみ

で構成する会議」で選考し、総会に報告した後、新しい理事会において正式に選定するも

のである。 

・ 会長の交替に伴い、会長指名理事、会長補佐も選任し直すこと、副会長については、現副

会長が平成２７年６月の総会終結時までを任期として選定されているので、本総会以降も

留任いただくこととなる。但し、谷口副会長については、会長指名理事であることから、

副会長としての任期も本総会終結時までとなるが、新会長が改めて理事候補者として指名

し、「支部推薦理事のみで構成する会議」において会長指名理事に選考され、その上で、「支

部推薦理事と学長である会長指名理事候補者により構成される理事の会議」において副会

長として選考されることは可能である。 

  ・ 副会長の定員は４名以内となっていることから、仮に欠員が生じた場合の後任の副会長

については、補充する必要があれば、新たに選定することとなる。 

・ 会長指名理事の選任については、総会承認事項 であり、新会長就任予定者、新副会長

就任予定者、副会長の会長職務代理順序の決定及び会長補佐就任予定者の選考等について

は、総会報告事項となる。 

 

 

 （１３：４０から１５：４０まで休会した。） 

 

 

○ 議長から、総会の再開に先立ち、総会の公開について諮る旨の発言があり、再開後の総会に

ついては公開することとした。また、総会終了までの撮影を認めることとした。 

 

３ 会長の選考結果について 

議長から、次期会長として、本日開催された理事会において、里見進東北大学長が選考さ

れた旨の報告があった。 

引き続き、里見東北大学長から挨拶があった。 
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４ 会長指名理事の選任について 

議長から、会長指名理事候補者として、大西隆豊橋技術科学大学長、岡正朗山口大学長、

谷口功熊本大学長、一井眞比古香川大学名誉教授、木谷雅人国立大学協会事務局長が指名さ

れた旨の報告があり、審議の結果、これらの候補者を選任した。 

 

 ５ 専務理事、常務理事の選考結果について 

議長から、理事のうち、会長、副会長を除く理事を業務執行理事とし、また、会長指名理

事のうち、一井香川大学名誉教授を専務理事、木谷雅人国立大学協会事務局長を常務理事に

することについて、本日開催された理事会において、一井香川大学名誉教授、木谷事務局長

が総会で理事に選任されるという条件付きで選考されている旨の報告があり、これを了承し

た。 

 

 ６ 副会長の選考結果について 

議長から、副会長の欠員に伴い、本日開催された理事会において、永田恭介筑波大学長、

片峰茂長崎大学長が新たに副会長として選考された旨の報告があった。 

また、議長から、本協会定款第２３条第３項に基づく副会長の順序について、濵口名古屋

大学長、羽入お茶の水女子大学長、永田筑波大学長、片峰長崎大学長の順で指名された旨の

報告があった。 

引き続き、永田筑波大学長、片峰長崎大学長から挨拶があった。 

 

７ 理事の役割分担等について 

議長から、本日開催された理事会において、理事の役割分担等について、入試委員会委員

長に片峰長崎大学長、国際交流委員会委員長に永田筑波大学長を指名し、その他の役割分担

については決定次第あらためて報告する旨の説明があり、これを了承した。 

 

８ 会長補佐の指名について 

議長から、会長補佐として、宮田亮平東京藝術大学長、三島良直東京工業大学長、小笠原

直毅奈良先端科学技術大学院大学長が指名された旨の報告があった。 

 

９ 事業報告 

議長から、資料２に基づき、前回総会以降の国立大学協会の活動について、事業報告を取

りまとめた旨の報告があった。 
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１０ 理事会の審議状況について 

常務理事から、資料３に基づき、政策会議及び理事会の審議状況等について報告があった。 

 

１１ 各委員会等の活動状況 

各委員長等から、資料４に基づき、各委員会等の活動状況について報告があった。 

（１）入試委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

中央教育審議会高大接続特別部会における審議に資するため、大学入学者選抜の在り方

に関するＷＧの議論を踏まえ、入試委員会において「今後の国立大学の入学者選抜の改革

の方向について」を資料４－１－１のとおり取りまとめ、平成２６年８月２２日開催の同

部会にて、国大協の意見として発表した。 

 

 その後、高大接続特別部会においては、答申の取りまとめに向けて、審議が進められて

おり、10 月 24 日開催の会合において答申（案）が提示された。その中では、特に国大

協として強調した個別学力検査の必要性、重要性について、「思考力・判断力・表現力を評

価するための記述式・論述式の学力評価を個別に課すこともあってよい」との記載になっ

ている。 

 

（２）教育・研究委員会委員会から、以下のとおり報告があった。 

留学生等受入れに係る安全保障上の入口管理等に関するＷＧ座長から、以下のとおり報

告があった。 

・ ９月２２日に文部科学省及び経済産業省、１０月１７日には外務省に対して、資料  

２－４のとおり要望書を提出し、担当課長や担当室長と意見交換を行った。 

 国大協からは、特に「政府関係機関の対応窓口の一本化、あるいは、明確化」を要望

し、それに対し、関係省庁からは「大学側も第一報の連絡窓口を示して欲しい」との回

答があった。 

 

続いて、教育・研究委員会委員長から、研究小委員会の活動状況について以下のとおり

報告があった。 

・ 9 月 19 日に、最近の研究不正・研究費不正問題を受けて、日本学術会議の大西会長

の呼びかけで「科学研究の健全性向上のための関係者会合」が開催された。 

日本学術会議、JST、JSPS、日本私立大学連合会に加え、国大協からは私と木谷常

務理事が出席した。 
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会合の結果、学習プログラムや不正防止体制の拡充等に向け、科学者・研究者を代表

する機関、大学、研究費配分機関が日英両文で共同声明を発出することで基本的に合意

した。また、大学全体をカバーするため、公立大学協会にも参画いただくこととなった。 

なお、現在、日本学術会議と共同声明（案）について協議中である。 

 

（３）大学評価委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

  平成２６年度中に本格稼働することとされた大学ポートレートについて議論するため、

「大学ポートレート運営会議（第１回）」が１０月１日に開催され、国公立大学の関係団

体、日本私立学校振興・共済事業団、大学評価・学位授与機構等の関係者が委員として出

席し、議論が行われた。 

国大協からは、大学評価委員会委員長が委員として参加しているが、所用により欠席し

たため、高田群馬大学長に代理出席いただいた。 

第１回では、公表画面等について審議されたが、日本私立学校振興・共済事業団が、国

公立の教育情報の公表に先立ち、私立大学については１０月６日に公表を開始することを

決定したことを受け、まずは原案のとおり運用を開始することとされ、修正が必要な項目

等については、次期改修時に行うこととされた。 

今後のスケジュールとして、すでに各大学で対応いただいていることと思うが、１０月

から１１月にかけ国公立大学のデータ登録を行い、１２月から１月に国公私立すべての大

学の教育情報の公表が開始予定とされた。 

なお、すでに国大協として合意形成を図っているとおり、大学ポートレートの公表情報

及び学校基本調査のデータ等の非公表情報を含めた情報の各国立大学間の活用については、

ベンチマーキングを可能とするため、全ての項目について活用していくことと決定したが、

他大学の情報を含むデータの分析結果等の外部への公表の取扱いについては、大学評価委

員会として、引き続き検討していくこととされた。 

 

（４）国際交流委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

ドイツ大学学長会議と国大協との協定締結に向けて、協議を進めている。 

 この件については、ドイツ側から協議依頼があり、現在、事務局同士で検討を進めてい

るところである。 

本年５月に締結したフランスとの協定と同様に「枠組協定」となる予定であるが、今後

の進捗状況を逐次お知らせしていくので、ご協力をお願いしたい。 

 

（５）経営委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 平成２６年６月２０日に成立した「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する
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法律」について、文部科学省と意見交換を行った。 

本件については、8 月 29 日に文部科学省から各国立大学長宛に施行通知が発出され

ており、法改正の主旨に沿った学内の内部規則の見直しに関する留意事項等が示された。

また、各大学の規則見直しの状況について、12 月頃にフォローアップ調査が行われる

予定とのことである。 

・ 年俸制導入に関する取組状況について、文部科学省と意見交換を行った。 

各大学の取組状況について、導入時期、適用対象、年俸の構成及び業績評価項目等の

説明があり、適宜、情報提供いただけるとのことである。なお、９月下旬時点では、56

大学が今年度中の導入を計画しているとのことである。 

・ 平成２６年６月２４日に閣議決定された「日本再興戦略」改訂 2014 について、文部

科学省と意見交換を行った。文部科学省からは、大学改革に関することの他、「非営利ホー

ルディングカンパニー型法人制度（仮称）」について説明があった。これは、地域医療を

充実させるため、大学病院を別法人化し、複数の医療法人等との一体的な経営を目指す

構想であり、具体的な制度設計は、今後進められる予定とのことである。 

 

（６）広報委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 国大協広報誌「国立大学」について、９月下旬に「国立大学」３４号を発行した。    

３４号は「イノベーションの創出Ⅱ」をテーマに、総合科学技術・イノベーション会議

の原山優子氏にインタビューし、山形大学と和歌山大学を特集として取り上げた。 

・ 国大協ホームページの刷新に関する WG について、宮田学長を座長とする WG を９

月 11 日に開催し、ホームページの項目やデザインの方向性について、概ね決定した。 

現在、平成２７年４月のリニューアルに向け、作業を進めている。 

 

（７）事業実施委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ ８月２１日から２２日の２日間にわたり、ホテルモントレ横浜において「国立大学法

人化１０年の成果と課題」と題し、平成２６年度国立大学法人トップセミナーを開催し

た。 

・ １０月２０日に学術総合センター 一橋講堂において、「大学の入試改革について」を

テーマに、第１３回大学改革シンポジウムを開催した。 

 

（８）第３期中期目標期間における課題検討WG座長から、以下のとおり報告があった。 

本年４月に第３期中期目標期間に向けた課題検討 WG を立ち上げ、これまで計６回に渡

り、第３期中期目標期間に向け、「運営費交付金、目的積立金、退職金、施設整備費、資産

処分収入、評価」などの項目について一通り議論を行った。 
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先般、審議経過報告（案）をとりまとめ、１０月２８日付けで各大学に送付し、１１月

１０日を締切としてご意見をお伺いしているところである。 

なお、修正意見があった場合の取扱いについては、座長に一任させていただき、取りま

とめ後は、事務局を通して報告する予定である。 

また、審議経過報告については、今後、文部科学省等との意見交換に活用することとす

る。 

 

１２ 各支部の活動状況 

議長から、資料５に基づき、各支部の活動状況について報告があった。 

続いて、東北地区支部代表の里見東北大学長から、６月４日開催の東北地区支部会議にお

いて、平成2７年度の秋の総会は岩手大学にホスト校をお願いすることが決定した旨の報告

があった。 

 

１３ 会長代理からの報告 

   会長代理から、以下のとおり報告があった。 

  ・ 平成２７年度国立大学法人等関係予算に関する要望及び平成２７年度税制改正に関する

要望について、７月２４日に松本前会長と羽入副会長から下村文部科学大臣に、８月６日

に里見副会長と谷口副会長から文教関係国会議員に、要望活動を行っていただいた。また、  

１０月３０日には、民主党・文部科学部門会議の税制改正要望に関するヒアリングが行わ

れ、谷口副会長に対応していただいた。 

 ・ 先般、国立大学法人評価委員会から示された第３期中期目標期間に向けての「国立大

学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点」に関し、人文・社会科学系学部・大

学院の意義・役割について、国大協として本質的な議論を行う必要があると考え、羽入

副会長を座長とするＷＧを理事会の下に設置し、経営委員会、評価委員会とも連携して

検討を行うこととしたところである。 

    具体的な構成等については、今後理事会で決定次第、報告する。 

・ 大学のガバナンス改革に関して、法改正の趣旨を踏まえたガバナンス体制の総点検と

必要な見直しが円滑に行われるようにするため、「大学のガバナンス改革の推進方策に

関する検討会議」が文部科学省に設置された。委員として、濵口会長代理と松本前会長

が加わっており。松本・前会長が座長代理として指名されている。 

・ 内閣府の「産業競争力会議」の関係で、新たに「新陳代謝・イノベーションＷＧ」が

設置され、大学改革についてはこのＷＧで検討を行うこととされた。これには、谷口副

会長が委員として入られている。１０月２１日に第１回ＷＧが開催された。 

・ 内閣府に、地方創生の関係で、「まち・ひと・しごと創生本部」が設置され、委員とし
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て、山本・前小樽商科大学長が入られている。 

・ 文部科学省における第３期中期目標期間における運営費交付金の在り方について、先

般、有識者会議が設置されたところである。委員としては、有川前九州大学長、山本大

学入試センター理事長、山本前小樽商科大学長と海部前国立天文台長の４名の先生方が

入られている。この検討会議では、年内に基本的方向を、来春３月には中間まとめを、

６月には最終報告を取りまとめ、平成２８年度概算要求に反映させることとされている。

１１月５日には、ヒアリングが行われ、濵口会長代理と里見副会長、羽入副会長、谷口

副会長で対応したところである。 

・ その他、財政制度等審議会などにおいても、大学改革の加速が焦点となっており、今

後、急テンポで議論が展開することも考えられる。 

 

続いて、谷口副会長から、１０月２１日に第１回ＷＧが開催された産業競争力会議の新

陳代謝・イノベーションＷＧにおける議論の状況について報告があった。 

その後、里見副会長から、１１月５日に行われた文部科学省の第３期中期目標期間におけ

る運営費交付金の在り方に関する検討会におけるヒアリングの状況について報告があった。 

 

１４ 国立大学を取り巻く諸課題について 

  （１）総会決議について 

     議長から、資料６に基づき、総会決議について説明があり、審議の結果、これを承認

した。 

 

  （２）大学ポートレートに係る経費負担について 

     大学評価委員会委員長から、資料７に基づき、大学ポートレートに係る経費負担につ

いて説明があり、審議の結果、これを承認し、平成２７年度予算要求における大学ポー

トレートに係る要求額の査定がどうなるかに拘わらず、各大学応分の負担を行うこと

とした。 

   

  （３）国立大学法人を取り巻く状況について 

議長から、国立大学法人を巡る状況について自由に意見交換を行いたい旨の提案が

あり、意見交換を行った。 

 

１５ 関係機関からの情報提供等について 

① 大学入試センター 

山本廣基 大学入試センター理事長から、平成２７年度大学入試センター試験の出願状況
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及び、平成２８年度大学入試センター試験の出題教科・科目の出題方法等について説明が

あった。 

 

② 日本学生支援機構 

遠藤勝裕 日本学生支援機構理事長から、日本学生支援機構奨学金及び官民協働海外留学

支援制度等について説明があった。 

 

１６ 退任学長挨拶 

次回総会までの間に退任されることとなる、山内進一橋大学長から退任の挨拶があった。 

 

以 上 
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一般社団法人国立大学協会 

平成２６年度第３回通常総会 議事録 

 

 

日  時  平成２７年３月５日（木） １４：００～１６：１０ 

場  所  学士会館 ２階 ２１０号室 

出 席 者  国立大学法人学長 ８５名（うち委任状４名） 

   大学共同利用機関法人機構長 ３名 

 

○ 里見会長（議長）から、総会の公開について諮る旨の発言があり、総会の冒頭から議題１．

「理事及び監事の選任等について」までの間は、人事案件であるため非公開とすることとし、

２．「事業報告」以降は公開することとした。 

○ 議長から、開会の発言があった。 

○ 正会員８６名のところ、８５名（うち委任状４名。）の出席により定足数を満たしているこ

とが確認された。 

○ 議事録署名人として、議長、濱口副会長及び羽入副会長の３名を選出した。 

○ 議長から、開会の挨拶があった。 

 

 １ 理事及び監事の選任等について 

 （１）理事の交代について 

議長からの満了に伴い、平成２７年３月３１日をもって理事を退任する、佐藤一彦室蘭

工業大学長、濱田純一東京大学長、羽入佐和子お茶の水女子大学長、濵口道成名古屋大学

長、福田秀樹神戸大学長、谷口功熊本大学長の後任理事について説明があった。 

まず、支部推薦理事である、佐藤一彦室蘭工業大学長、濱田純一東京大学長、羽入佐和

子お茶の水女子大学長、濵口道成名古屋大学長、福田秀樹神戸大学長の後任理事について

は、本協会役員選任手続等に関する規程（以下「役員選任規程」という。）第２条第３項の

規定に基づき、空閑良壽次期室蘭工業大学長、五神真次期東京大学長、室伏きみ子次期お

茶の水女子大学長、松尾清一次期名古屋大学長、武田廣次期神戸大学長を、各々、４月１

日に学長に就任することを効力発生の条件として理事に選任することについて説明があり、

次に、会長指名理事である、谷口功熊本大学長の後任理事については、役員選任規程第３

条第１項に基づき、後藤ひとみ愛知教育大学長を理事に選任することについて併せて説明

があった。 

次に、専務理事である一井眞比古香川大学前学長から、４月３０日をもって辞任の意向

が示されており、その後任として、学長任期満了に伴い平成２７年３月３１日付けで学長
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を退任する山本健慈現和歌山大学長を、５月１日付けで会長指名理事として理事に選任す

ることについて説明があった。 

続いて、７名の新理事の任期は、本協会定款第２５条第２項の規定に基づき、前任者の

残任期間となることについて説明があった。 

審議の結果、これを承認し、空閑良壽次期室蘭工業大学長、五神真次期東京大学長、室

伏きみ子次期お茶の水女子大学長、松尾清一次期名古屋大学長、武田廣次期神戸大学長を

４月１日付けで学長に就任することを条件として、同日付で理事に選任することとした。

また、４月１日付けで後藤ひとみ愛知教育大学長を、５月１日付けで山本健慈現和歌山大

学長を理事に選任することとした。 

 

 （２）監事の交代について 

議長から、学長任期の満了に伴い、平成２７年３月３１日をもって監事を退任する高田

邦昭群馬大学長の後任監事について、役員選任規程第６条２項の規定に基づき、立石博高

東京外国語大学長を選任することについて説明があり、併せて、新監事の任期については、

国立大学協会定款第２５条第４項の規定に基づき、前任者の残任期間となる旨説明があっ

た。 

審議の結果、これを承認し、４月１日付けで立石博高東京外国語大学長を監事に選任す

ることとした。 

 

 （３）理事の役割分担について 

議長から、4月1日に理事が交代することに伴う理事の役割分担の変更について、理事会

申合せに基づき、後任者の業務執行の担当分野を資料１－２のとおり指定した旨の説明が

あった。また、４月１日に学長が交代する支部推薦委員について、委員会規程第６条第２

項の規定に基づき、次期学長が当該委員会の委員を引き継ぐことになる旨の説明があった。 

 

 （１５：００から１５：１０まで休会した。） 

 

２ 事業報告 

議長から、資料２に基づき、前回総会以降の国立大学協会の活動について、事業報告書を

取りまとめた旨の報告があった。 

 

３ 理事会の審議状況 

常務理事から、資料３に基づき、政策会議及び理事会の審議状況等について報告があった。 
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４ 各委員会等の活動状況 

各委員長等から、資料４に基づき、各委員会等の活動状況について報告があった。 

（１）教育・研究委員会から、以下のとおり報告があった。 

教育・研究委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 第2回教育・研究委員会において、文部科学省から、科学研究費補助金の平成27年度

予算案について情報提供を受けた。 

また、文部科学省から、平成２８年４月１日から施行される障害者差別解消法につい

て説明を受けた。法律の施行に伴い、各国立大学等は、障がい者に対して合理的な配慮

を行うことが法的義務となる。また、施行に先立ち、各機関は「対応要領」を策定する

必要がある。 

今後は、文部科学省の協力を得ながら、国立大学協会として「対応要領」の雛形を作

成し、各大学へ提供することとなった。 

・ １２月に国際交流委員会と合同で「国立大学における教育の国際化の更なる推進につ

いて」第２回フォローアップ調査を実施し、資料４-２-1のとおり報告書を取りまとめ

た。追って、各大学に情報提供を行う予定である。 

 

 次に、教育・研究委員会男女共同参画小委員会委員長より、以下のとおり報告があった。 

・ 男女共同参画推進については、今年度も調査を実施し、１月１５日の会議で報告書の

内容を審議の上、取りまとめた。 

今回の調査結果では、大学における女性教員比率は 0.6 ポイント増加し、14.7%で

あった。目標である女性教員比率１７％を超えた大学は２大学増え２９大学、女性比率

を１％以上伸ばした大学は２４大学、女性教員数を１０名以上増加した大学は１７大学

であった。 

平成２７年度は、２０１１年に策定した「国立大学における男女共同参画推進につい

て—アクションプラン—」の目標期間の最終年を迎えることから、目標達成には課題が

多いが、各大学におかれては、更にご尽力いただきたい。 

なお、本報告書と概要版は、国立大学協会の HP に掲載するとともに、各大学及び関

係機関に送付している。 

・ また、同会議において、文部科学省より、国立大学法人等における女性登用の推進に

ついて説明があった。その中で、役員においては女性役員を１人以上登用すること、管

理職においては、女性の割合（平成２６年４月 1 日時点）が５％未満の法人は５％に、

５％以上１０％未満の法人は１０％に、１０％以上１３％未満の法人は１３％に、１３％

以上の法人は現状維持するよう目標値設定が求められ、２月２０日付事務連絡（資料４-
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２-３）により文部科学省から各法人へ依頼したところであるので、対応をお願いしたい。 

今後のスケジュールとして、３月中旬から下旬を目途に文部科学省において各法人の

目標値設定の取りまとめが行われ、４月上旬から中旬を目途に目標値が公表される予定

である。 

 

続いて、教育・研究委員会安全教育に関するＷＧ座長より、以下のとおり報告があった。 

・ 第 1 回 WG において、大学の教員が安全教育に関する講義を行う際に使用できるよ

うなパワーポイント教材を作成することとなり、安全教育の専門家に原稿作成を依頼し

た。現在、使用する写真・図の著作権の確認を含め、原稿の取りまとめを行っている。 

完成した教材は、3 月末を目途に国立大学協会の会員専用ホームページに掲載し、各

大学が必要な部分を自由にダウンロードできるようにする予定である。 

 

最後に、教育・研究委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ １２月１１日に、日本学術会議・国立大学協会・公立大学協会・日本私立大学団体連

合会の４団体で合同記者会見を実施し、資料４-２-３のとおり「科学研究の健全性向上

のための共同声明」を発表した。 

今回、４団体が共同で、我が国及び国際社会に声明を公表することで、各団体が協力

して研究の健全性向上のために活動することを宣言した。 

・ ２月５日に、日本学術会議主催で学術フォーラム「科学研究における健全性の向上」

が開催された。 

 

（２）大学評価委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

  ・ ３月３日に文部科学省において国立大学法人評価委員会総会が開催され、「第３期中

期目標期間の業務実績評価に係る実施要領（素案）」について審議されたところである。 

これを受け、今後、実施要領（素案）の内容について全国立大学へ意見照会を行い、

意見・要望を集約し、３月下旬を目途に文部科学省へ提出する予定である。 

・ 国公私立全体での大学ポートレートの公表開始時期について、大学評価・学位授与機

構より国立大学協会あてに連絡があり、各大学にも連絡が行われていると思うが、３月

１０日を目途に公表開始となる予定である。 

・ 平成２７年度における大学ポートレートに係る経費負担について、国立大学全体の負

担額は約７千２百万円であり、国立大学の平均負担額は約８４万円になる旨、文部科学

省より説明があった。 
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（３）国際交流委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ ドイツ大学学長会議との協定協議の状況について、昨年１０月から協議を行ってきた

が、現段階の協定案は資料４-４-１のとおりである。数点の論点は残っているが、早期

に協定を取りまとめたいと考えている。 

・ Universities Australia との協定協議の状況について、平成２４年１月から同団体と

の協定が失効しており、再締結に向けた協議を始めたところである。今後、協議の進捗

状況をお知らせしていくので、ご協力をお願いしたい。 

・ 国際交流委員会での UMAP の超短期プログラムの奨学金について、１月３０日開催

の国際交流委員会にて、UMAP の超短期の受入プログラムに奨学金制度が設けられて

いるにも関わらず、積極的に活用されていないとの報告があった。 

 国立大学は３８大学が UMAP に加入しており、UMAP の日本国内委員会から参加大

学に学生交流プログラムの案内が送られている。来年度以降、積極的な活用を検討して

いただきたい。 

 

（４）調査企画会議座長から、以下のとおり報告があった。 

・ 研究報告書「地域における国立大学の役割に関する調査研究」（本編・資料編）の取扱

いは、平成２６年度第１回調査企画会議において、「会員限定ページのみで公開」するこ

ととしていたが、一般ページにおいても本編を公開してよいとの許可を得たため、改め

て、本編公開の可否について書面審議を行い、承認した。 

・ 平成２６年度の政策研究所委嘱事項について 

今年度は３件の研究を政策研究所に委嘱しており、それぞれの研究について、各研究

代表者から、進捗状況の報告があった。 

①「年俸制適用教員の業績評価の在り方に関する調査研究」、③「運営費交付金削減に

よる国立大学への影響・評価に関する研究」については、年度内に報告書を取りまとめ、

報告書が完成次第、各大学へ発送する予定である。 

②「大学のコンプライアンスの在り方に関する調査研究」については、平成２７年度

も引き続き委嘱する予定である。 

・ 平成２７年度事業計画について 

次年度も今年度同様、国立大学の「役割」や「存在意義」等を示すデータを収集する

ため、調査研究を企画する予定であり、平成２７年度事業計画を策定した。 

具体的な研究課題の設定については、次年度第１回目の会議において改めて検討する。 

  

５ 各支部の活動状況 

議長から、資料５に基づき、各支部の活動状況について報告があった。 
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６ 会長からの報告 

（１）会長から、１２月１９日に、国立大学法人等監事協議会との意見交換会を行い、監事

協議会からは、特に監事のサポート体制について、学内事情は理解できるが、少なくと

も最小限の専任スタッフを置いたうえで、内部監査室等の協力を得て監事監査を実行で

きるようにしてほしい、また、監事協議会の活動の充実を図るために、各大学からいた

だいている会費の引き上げをお願いしたい、という要望がなされた旨報告があった。 

 

（２）会長から、「会員から国大協における意見・提案の収集と対応要領」に基づき、理事会

の下に設置されている問題検討委員会について、２月１３日に開催された理事会におい

て、３月３１日付けで同委員会を廃止することとした旨報告があった。 

 

（３）会長から、２月５日に、内閣府総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）における、

今後の競争的資金の在り方をテーマとした有識者議員の勉強会に、会長と片峰副会長が

出席して、国立大学協会としての意見を述べた旨報告があった。引き続き、会長から、

勉強会の模様について報告があった。 

 

（４）会長から、文部科学省の第３期中期目標期間における国立大学法人の運営費交付金の

在り方に関する検討会が、１月２９日に第５回、２月１６日に第６回が開催され、予算

配分に反映するための評価に関する検討課題等について議論が行われた旨報告があり、

引き続き、検討会の模様について、木谷常務理事から報告があった。 

 

（５）会長から、文部科学省の競争的研究費改革に関する検討会が、２月２０日に第１回、

３月４日に第２回が開催され、第１回には永田副会長が出席して、国立大学協会として

の意見を述べた旨報告があった。引き続き、検討会の模様について、木谷常務理事から

報告があった。 

 

（６）会長から、３月５日に、文部科学省の高大接続システム改革会議第１回が開催された旨

報告があった。引き続き、片峰副会長から、会議の模様について報告があった。 

 

（７）羽入副会長より、人文社会科学系の意義・役割に関するWGにおける検討状況について、

資料８に基づき報告があった。 

 

７ 平成２７年度事業計画及び収支予算について 

常務理事から、資料９－１に基づき、平成２７年度事業計画案について、また、資料９
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－２に基づき、平成２７年度収支予算案について各々説明があり、審議の結果、原案のと

おり承認した。 

 

８ その他 

（１）平成２７年度総会及び理事会の日程について 

議長から、資料１０に基づき、平成２７年度総会及び理事会の日程等について説明が

あり、これを了承した。 

 

（２）関係機関からの情報提供等について 

① 大学評価・学位授与機構 

野上智行 大学評価・学位授与機構長から、第２期中期目標計画の法人評価及び大学ポー

トレート、国立大学財務・経営センターとの統合について説明があった。 

② 国立大学財務・経営センター 

髙井陸雄 国立大学財務・経営センター理事長から、大学評価・学位授与機構との統合に

ついて説明があった。 

③ 大学入試センター 

山本廣基 大学入試センター理事長から、平成2７年度大学入試センター試験の実施結果

等について説明があった。 

 

 （３）退任学長挨拶 

    次回総会までの間に退任されることとなる、佐藤一彦室蘭工業大学長、濱田純一東京大

学長、岡本信明東京海洋大学長、羽入佐和子お茶の水女子大学長、村上芳則筑波技術大学

長、進村武男宇都宮大学長、高田邦昭群馬大学長、鈴木邦雄横浜国立大学長、前田秀一郎

山梨大学長、濵口道成名古屋大学長、内田淳正三重大学長、福田秀樹神戸大学長、山本健

慈和歌山大学長、小林祥泰島根大学長、浅原利正広島大学長、柳澤康信愛媛大学長、谷口

功熊本大学長から退任の挨拶があり、続いて、議長から、鈴木厚人高エネルギー加速器研

究機構長についても、3月31日をもって退任されることとなる旨の報告があった。また、

一井眞比古専務理事から退任の挨拶があった。 

 

以 上 
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一 般 社 団 法 人 国 立 大 学 協 会 

平成２６年度 第１回 理事会 議事録 

 

 

１ 日  時  平成２６年４月２４日（木） １５：１０～１6：４０ 

 

２ 場  所  東京都千代田区神田錦町３－２８ 学士会館 ３階 ３２０会議室 

 

３ 出席理事  松本 紘、濵口道成、里見 進、羽入佐和子、谷口 功、一井眞比古、 

木谷雅人、山口佳三、佐藤一彦、中井勝己、山内 進、永田恭介、 

徳久剛史、髙橋 姿、遠藤俊郎、大西 隆、福田秀樹、豐島良太、 

浅原利正、脇口 宏、有川節夫、片峰 茂 

        以上２２名 

 

４ 出席監事  高田邦昭、長友恒人 

 

５ その他の出席者  鈴木邦雄（会長補佐）、小笠原直毅（会長補佐） 

 

６ 議事の経過及び結果 

 

○ 定款第３２条第５項の規定に基づき、松本会長が議長として開会を宣言した。 

○ 理事２２名の出席により定足数を満たしていることが確認された。 

○ 定款第３５条の規定に基づき、議事録署名は、出席した会長、副会長及び監事全員が行うこと

を確認した。 

○ ４月１日付けで、新たに就任した理事及び会長補佐の紹介があった。 

 

Ⅰ 報告事項 

１． 前回理事会以降の事業報告 

議長から、資料１のとおり、前回理事会（平成２６年２月 1４日）以降の事業報告を取

りまとめた旨の報告があった。 

  

２． 各委員会等の活動状況 

（１）入試委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・「中央教育審議会高大接続特別部会審議経過報告」及び「初等中等教育分科会高等学校

教育部会審議まとめ（案）」について、４月４日付けでパブリックコメントに付され、本

協会へも意見照会があった。同報告等に関して入試委員会にて回答するにあたり、入試

委員会各委員・専門委員に意見照会を行い、今後、入試委員会各委員・専門委員からの

意見をとりまとめた上で文部科学省へ回答する予定である。その後、高大接続特別部会
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は、パブリックコメントを経て、夏頃の答申のとりまとめに向けて、審議を進めるとの

ことである。 

・大学入試改革に関するアンケートを４月 10 日に各大学へ依頼した。各大学から寄せ

られた意見については、今後のワーキンググループの検討に資すると同時に、「中央教育

審議会高大接続特別部会審議経過報告」等に対する意見照会への回答に反映する。 

 

（２）大学評価委員会委員長が欠席のため、遠藤副委員長から、以下のとおり報告があった。 

・平成２５年度末において専門委員３名の辞任に伴い、新たに推薦された候補者４名に

ついて審議し、了承した。 

・大学評価・学位授与機構が行う、第２期中期目標期間における国立大学法人評価の“教

育研究評価”について、評価者向けの「評価作業マニュアル」の改定にあたってパブリ

ックコメントが実施され、大学評価・学位授与機構へ意見を提出することとした。 

・第３期中期目標・中期計画の項目等について、文部科学省より素案が提示され、全国

立大学へ意見照会を行っている。いただいた意見は早急に取りまとめた後、文部科学省

へ提出する。 

 

（３）国際交流委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・４月上旬に、フランス大学学長会議、フランス工学学長会議、フランス高等教育・研

究省の視察団が来日し、8 日と 11 日にフランス側と履習、学位及び単位の相互認証に

関する協定につき協議を行った。 

・この協定については、これまで理事会や総会で進捗状況を報告してきたが、直接協議

によって、双方が内容についてほぼ合意できており、国際交流委員会の書面審議にて承

認を得たところである。 

・本日の理事会の協議事項にて、この協定案を提示させていただき、ご承認いただけれ

ば、5 月上旬に国大協側がフランスに行き、協定の調印を行いたいと考えている。 

・協定の詳細については、後ほど協議事項にて事務局から説明させていただきたい。 

 

（４）経営委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・労働契約法の特例について、経営委員会の人事労務小委員会所属の大学に御協力いた

だき、多くの大学が抱えているであろう疑問点を整理のうえ、文科省へ回答を求めてい

たところであるが、このたび、３月２８日にその回答を受けたので、「改正強化法及び

改正任期法に関する QA」として全会員にメールにて情報提供を行った。 

 

  （５）広報委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・広報誌「国立大学」について今年度も季刊で４号を発行予定である。６月中旬に、第

３３号及び別冊第１２号を発行予定で、現在作業中である。 

・２０１４年度版の概要（和文、英文）及び会員名簿を発行し、各大学及び関係機関等

へ送付した。 
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・国大協ロゴマークについては、２月２４日から４月１８日の期間で公募し、２２９点

の応募があった。選定については、国大協ロゴマーク選定小委員会おいて、書面審議を

行い、５点に絞り、５月９日開催予定の広報委員会・広報小委員会で最優秀賞を決定す

る予定である。なお、６月の総会において、最優秀作品を発表することとしている。 

 

  （６）事業実施委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・８月２１日から２２日に開催するトップセミナーについて、今回のテーマである「国

立大学法人化 10 年の成果と課題」を、３月１１日付で各大学へ事例を照会し、多くの

大学から回答があった。 

・セミナー当日の事例発表については、現在、どの大学に発表を依頼するかを検討中で

ある。候補を決定次第、いくつかの大学へ依頼するので、是非協力をお願いしたい。 

 

  （７）調査企画会議座長から、以下のとおり報告があった。 

・研究委嘱事項「人事・給与制度及び財務制度等について」客員研究員の静岡大学の佐

藤誠二教授より報告書の提出があり、報告書は、会員大学にメールで配布するとともに、

国大協会員限定ウェブサイトに掲載した。一般向けウェブサイトへの公表は、他の 2 件

の報告書と併せて今後検討することする。 

 

（８）調査企画会議に関連して、一井専務理事から以下のとおり報告があった。 

・「国立大学の多様な大学間連携に関する調査研究」と「地域における国立大学の果た

す役割についての調査研究」という２点の報告書を現在取りまとめているところであり、

５月には公表することを考えている。 

 

３． 各支部の活動状況 

議長から、資料３に基づき、各支部の活動状況について報告があった。 

 

４． 会長からの報告 

  （１）会長から、以下の点について報告があった。 

・大学のガバナンス改革について自由民主党、民主党のヒアリングが行われ、２月２７

日の民主党文部科学部門会議には羽入副会長が、３月６日の自由民主党文部科学部会に

は松本会長が出席し、意見陳述した。 

・自由民主党の文部科学部会と日本経済再生本部の合同勉強会が行われ、国立大学協会

から３月１４日には平野大阪大学長、３月１９日には丸本前山口大学長が出席した。 

・文部科学省からの依頼を受け、学長選考の在り方についてのアンケート調査を行い、

各大学には状況をお知らせしているが、文部科学省にも大学名を伏せて報告している。

結果としては、多様な意見が寄せられている。 

 

 

40



 

 

（２）会長から、４月１７日、公明党のヒアリングが行われ、国立大学協会から谷口副会長が

出席し、意見陳述した旨報告があった。引き続き、谷口副会長から以下の点について報

告があった。 

・公明党のヒアリングについて、公明党の理解は、今回の改革は本来の学校教育法、国

立大学法人法の趣旨を踏まえ、それをより明確にするための改正であると考えているが

それでよいかと問われ、問題ない旨回答した。 

・大学はそれぞれの強みや特色を活かしながら、自主的・自律的に改革を進めている。

今回の改正については、基本的にはこの流れを学長が大学運営を行いやすいように後押

しするためのものであるという認識である旨発言した。 

・改革を進めていくに当たっては、基盤的経費・競争的経費の支援が重要である旨説明

した。 

・地域にある大学は、地域社会を世界につなぐ等果たす役割は極めて大きく、国立大学

の衰退は地域の衰退を招く旨発言し、概ね理解を得た。 

  

 （３）会長から、４月８日、文部科学省の科学技術・学術審議会学術分科会の研究費部会で科

学研究費補助金の在り方についてヒアリングが行われ、谷口副会長が出席し、意見陳述

した旨報告があった。引き続き、谷口副会長から以下の点について報告があった。 

・文部科学省の科学技術・学術審議会学術分科会の研究費部会について、JST 及び公

立大学の代表とともに、地域の国立大学の学長という立場でヒアリングに出席した。 

・地域の大学が地域活性化、日本の発展のために役割を果たしており、それを支えてい

るのは科学研究費補助金である。また、同補助金がないと充分な研究が行えないので、

現在各種制限はあるが、改正・柔軟な制度運用をお願いしたい旨発言した。間接経費に

ついても、使い勝手が悪いところがあるので、大学の活性化につながるよう使い方も考

えてほしいと依頼した。各委員からも、地域にある大学も研究成果を上げている点につ

いて理解が得られている。 

・同部会では、競争的経費と基盤的経費と両方を併せて考えていかなければならないし、

科学研究費補助金だけでなく、運営費交付金も併せて考えて行かなければならないとい

う結論に至った。科学研究費補助金は最も公平で重要なものであるということを認識し

てもらいたい旨発言し、概ね理解が得られた。 

・今後の研究費の在り方を引き続き検討していくということになった。 

 

  （４）会長から、以下の点について報告があった。 

・３月２８日、総理大臣官邸において「輝く女性応援会議」が安倍総理出席のもとに開

催され、松本会長が出席した。 

・会議では、２０１１年２月に発表した「国立大学における男女共同参画推進について 

—アクションプラン—」に基づき、国立大学協会の男女共同参画推進に関する取組につ

いて説明したのに加え、国立大学の女性研究者比率の目標を示すとともに、女性の学び

直しのニーズに応えて、再チャレンジを応援する旨発言した。 
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５． 国立大学法人総合損害保険の契約締結について 

議長から、資料４に基づき、国立大学法人総合損害保険への各会員の加入状況について

報告があった。 

 

６． 事務局の人事異動について 

常務理事から、資料５に基づき、新年度における国立大学協会の事務局体制について報

告があった。 

 

 

Ⅱ 協議事項 

１． 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案についての会長コメントの発出

について 

常務理事から、資料６に基づき、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律

案についての会長コメント（案）について説明があり、審議の結果、承認された。 

なお、当該コメントの発出時期や、今後、軽微な修正が発生した場合の修正については、

会長に一任することとした。 

   

２． 日本国とフランス共和国の高等教育機関における履修継続のための履修、学位及び単位

の相互認証に関する協定について 

常務理事から、資料７に基づき、日本国とフランス共和国の高等教育機関における履修、

学位及び単位の相互認証に関する協定について説明があり、意見交換の後審議が行われ、

了承された。 

また、今後、協定締結に向けフランスとの調整を行っていく上で生じる修正については、

会長に一任することとした。 

 

３． 第３期中期目標期間に向けた検討課題について 

（１）第３期中期目標期間に向けた課題検討ワーキンググループの設置について 

議長から、３月３日付けで各大学に提出を依頼した、第３期中期目標期間に向けた検討

課題について、資料８－３のとおり７１大学から２８２課題の提出があり、引き続き国大

協事務局で受け付けているので積極的に提出してもらいたい旨説明があった。 

続いて、資料８－１、８－２に基づき、課題検討ワーキンググループの設置及びメンバ

ー構成について説明があり、審議の結果、承認され、本日付けで第３期中期目標期間に向

けた課題検討ワーキンググループを設置することとした。 

 

（２）各大学からの検討課題について 

議長から、資料８－３に基づきワーキンググループの議論の参考となるよう、検討課題

について議論を行いたい旨の提案があり、意見交換を行った。 
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   （３）その他 

      議長から、国立大学法人を取り巻く諸課題について自由に意見交換を行いたい旨の提

案があり、意見交換を行った。 

 

 

○ 議長が閉会を宣した。 
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一 般 社 団 法 人 国 立 大 学 協 会 

平成２６年度 第２回 理事会 議事録 

 

 

１ 日  時  平成２６年５月２３日（金） １５：１０～１７：００ 

 

２ 場  所  東京都千代田区神田錦町３－２８ 学士会館 ２階 ２１０会議室 

 

３ 出席理事  松本 紘、濵口道成、里見 進、羽入佐和子、谷口 功、濱田純一、 

一井眞比古、木谷雅人、山口佳三、佐藤一彦、中井勝己、永田恭介、 

徳久剛史、髙橋 姿、遠藤俊郎、大西 隆、平野俊夫、福田秀樹、 

豐島良太、浅原利正、脇口 宏、有川節夫 

        以上２２名 

 

４ 出席監事  高田邦昭、長友恒人 

 

５ その他の出席者  宮田亮平（会長補佐）、森田 潔（会長補佐） 

 

６ 議事の経過及び結果 

 

○ 定款第３２条第５項の規定に基づき、松本会長が議長として開会を宣言した。 

○ 理事２２名の出席により定足数を満たしていることが確認された。 

○ 定款第３５条の規定に基づき、議事録署名は、出席した会長、副会長及び監事全員が行うこと

を確認した。 

 

Ⅰ 報告事項 

１． 前回理事会以降の事業報告 

議長から、資料１のとおり、前回理事会（平成２６年４月２４日）以降の事業報告を取

りまとめた旨の報告があった。 

  

２． 各委員会等の活動状況 

（１）入試委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・「国立大学の入学者選抜についての平成２８（２０１６）年度実施要領（案）等」につ

いて、各大学へ意見照会の上、入試委員会において資料６のとおり案を作成しているの

で、後ほど協議事項において、ご審議いただきたい。 

・「中央教育審議会高大接続特別部会審議経過報告」及び「中央教育審議会初等中等教育

分科会高等学校教育部会審議まとめ（案）」について、４月４日付けでパブリックコメン

トに付され、本協会に対しても文部科学省から意見照会があったため、入試委員会にお
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いて、取りまとめ、資料２ー１ー１のとおり意見を提出した。 

 

（２）大学評価委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・第２期中期目標期間の教育研究評価について、前回の理事会でも触れたが、大学評価・

学位授与機構が行う、第２期中期目標期間における国立大学法人評価の“教育研究評価”

について、評価者向けの「評価作業マニュアル」の改定にあたってパブリックコメント

が実施され、資料 2ー3ー1 のとおり意見を提出した。 

・第３期中期目標・中期計画の項目等について、文部科学省より素案が提示され、全会

員大学へ意見照会を行った後、資料 2ー3ー2 のとおり文部科学省へ提出した。 

主な意見としては、新たに追加された「入学者選抜の改善に関する目標について」に

おける文言の修正や、次期中期目標・中期計画に係る評価結果と資源配分との連動につ

いて早急に示していただきたい等を要望した。その後、大学評価委員会専門委員会（５

月 15 日開催）および大学評価委員会（5 月 22 日開催）において文部科学省と意見交

換を行った。 

・大学ポートレート（仮称）について、５月２２日の大学評価委員会において、文部科

学省から大学ポートレートの進捗状況について説明を受け、意見交換を行った。当面の

スケジュールとしては、本年の夏頃に各大学に参加登録を依頼し、秋頃から各大学によ

る情報の入力を行い、「国内発信」を開始する予定である。 

また、３月の総会時にも文部科学省から説明があったが、国公立大学の情報のデータ

ベースの運用に係る各国立大学の経費の負担について、改めて協力依頼があった。具体

的には、各大学の財政規模によって差異はあるが、平成２７年度から平均で１法人当た

り百数十万円となる見込みであるとの説明があった。この件に関しては、６月１６日開

催の総会に報告するとともに、今後の諸情勢を踏まえ、引き続き、国大協としての対応

を検討していくこととしたい。 

・大学ポートレートの情報の活用について、大学ポートレートの公表情報及び学校基本

調査のデータ等の非公表情報を含め情報の各国立大学間の活用については、ベンチマー

キングを可能とするため、委員会としては、資料 2ー3－3 の非公開情報を含め全ての

項目について活用していくことで了承された。情報を各国立大学間で活用する際の目的

やルールについては、引き続き検討を進めていく。 

本件についても、国大協としての合意形成を図るため、６月１６日開催の総会にお諮

りし、国大協としての合意形成を図っていくこととしたい。 

 

（３）国際交流委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・日本国とフランス共和国の高等教育機関における履修継続のための履修、学位及び単

位の相互認証に関する協定について、５月５日、パリの大統領府において、安倍総理と

オランド大統領の立会のもと、松本会長とフランス大学長会議及びフランス技師学校長

会議の代表者が協定書への署名を行った。 

・同協定については、資料２ー４ー１のとおりであり、すでに各大学へ送付している。
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協定締結を機に、両国の学生交流がより活発になることが期待されるが、具体的な策と

して、まずは、サマープログラムをはじめとする、各大学の交流に関する取組の情報交

換と周知を行うことから始めたいと考えている。 

・同協定について今後、２年に１度、フォローアップを行うこととしており、交流実績

等の調査の際にはご協力いただきたい。 

 

  （４）広報委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・国大協ロゴマークについては、２２９件の応募があり、５月９日の広報委員会・広報

小委員会で最優秀賞作品１件を決定した。委員会で若干の修正意見が出されたため、現

在、応募者に修正をお願いしているところである。特段のご意見がなければ、この作品

を新ロゴマークとすることを、来月の総会で報告させていただく。 

・国大協ホームページについては、国大協ロゴマークの改定に合わせ、６月に一部改修

することを決定した。本格的なリニューアルについては、引き続き検討することとした。 

・文科省記者会見室で記者会見を行いたいと考えている国立大学に対する相談・助言を

行うこと、また、高校生新聞から、７月・８月合併号で国立大学の特集を組みたいとの

申し出があったで、その協力をすることを決定した。 

 

     続いて、宮田東京藝術大学長から、ロゴマークの最優秀賞作品について説明があった。

最優秀作品について、今後修正を行い最終的なデザインとして決定する旨報告があった。 

 

  （５）教育・研究委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

     ・５月１６日に開催した教育・研究委員会において、ジョイントディグリーについては

既に文部科学省から報告を受けている。 

     ・ジョイントディグリーを日本の大学でも行うことができるようになる。学位としては、

日本の大学と相手国の大学と連名で交付することになる。来年５月から大学設置・学校

法人審議会で審査を行う予定となっている。 

 

３． 各支部の活動状況 

（１）議長から、資料３に基づき、各支部の活動状況について報告があった。 

 

  （２）中国・四国地区支部会議豐島座長から、以下のとおり報告があった。 

     ・国立大学法人における「社会保障・税番号制度」、いわゆる「マイナンバー制度」への

対応について、国立大学法人においても、給与、納税、共済年金、特定個人情報保護だ

けではなく、学生の奨学金に関する事務手続きにも及び、幅広い部署にまたがる案件と

なっている。 

ロードマップ案によれば、平成２８年１月の利用開始に向けて、平成２６年１０月頃

には、特定個人情報保護評価指針が公表されることになっているが、それをうけて、学

内のシステム変更の必要があるのかないのか等、基本的な情報が不足している。 
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ついては、国大協事務局から、まずは所管省庁に現状を確認し、情報提供を行うよう

働きかけていくべきではないかとの意見があった。 

・学生健康診断のあり方の検討について、留学生の結核感染診断検査の費用助成の議論

から始まったが、結核に限らず、感染症への対応策は重要であり、最終的には、学生の

健康診断の検査項目も含め、そのあり方を検討すべきとの意見となった。 

費用助成については、その上で考えるべきであり、まずは、国大協でそのあり方を検

討していただきたい。 

 

４． 会長からの報告 

  （１）会長から、学校教育法及び国立大学法人法の一部改正について会長コメントを、下村文

部科学大臣、自民党・丹羽文部科学部会長、公明党・山本文部科学部会長及び、民主党・

笠文部科学部門会議座長宛に発出した旨報告があった。引き続き、学校教育法及び国立

大学法人法の一部改正に関する国会における審議の状況について、木谷常務理事から報

告があった。 

 

（２）会長から、５月５日、日本国とフランス共和国の高等教育機関における履修継続のため

の履修、学位及び単位の相互認証に関する協定について、パリの大統領府においてオラ

ンド大統領と安倍総理の立会いの下、協定書への署名をした旨報告があった。 

 

（３）会長から、５月１日、イギリスで日英研究教育大学協議会が開催され、日本側１４大学、

英国側１６大学が参加し、安倍総理も参加され、活発な意見交換を行った旨報告があっ

た。 

  

（４）会長から、５月１２日、第３期中期計画期間に向けた課題検討ワーキンググループが開

催された旨報告があった。引き続き、里見副会長から以下の点について報告があった。 

・各大学から寄せられた要望・検討課題を①運営費交付金、②目的積立金、③退職金、

④施設整備関係、⑤資産処分収入、⑥評価、⑦その他、の７項目に区分し、意見交換を

行った。 

・従来のルールをベースにした改善に留まらず、運営費交付金の３～４割を競争的に配

分することに対する是非や、基盤的経費として少なくともどれだけを確保すべきかとい

う考え方、大学の規模・特性に合わせた予算措置などについて、議論すべきとの意見が

出された。 

・今後も月１回のペースで検討を重ね、文科省で本格的に検討が始まるであろう秋ごろ

までに国大協としての提言・要望の形でまとめていきたいと考えているが、適宜、理事

会等で報告し、進めていくこととしたい。 
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Ⅱ 協議事項 

１．平成２５年度の実績報告について 

木谷常務理事から、資料４－１及び４－２に基づき、平成２５年度の事業報告書（案）

及び決算報告書（案）について説明があり、続いて、高田監事から、資料４－３に基づき、

監事監査の結果について報告があり、審議の結果、これらを承認し、６月１６日開催の総

会に諮ることとした。 

   

２． 公益目的支出計画実施報告書について 

議長から、一般社団法人への移行に伴う本協会の公益目的財産額については、平成２３

年６月に内閣府に提出し、673,410,153 円と確定しており、これを平成２３事業年度か

ら３年間にわたり、公益目的支出計画に基づき執行することとなっている旨の説明があっ

た。 

引き続き、木谷常務理事から、資料５—１に基づき、平成２５年度の公益目的支出計画

実施報告書（案）について説明があった。 

続いて、高田監事から、資料５－２に基づき、監事監査の結果について報告があり、審

議の結果、これらを承認し、６月１６日開催の総会に諮ることとした。併せて、当該報告

書について、6 月末に、内閣府の公益認定等委員会事務局へ提出する予定であるが、今後、

当該事務局との調整の過程において、軽微な修正が発生した場合は、その修正については

会長に一任することとした。 

     加えて、議長から公益目的支出計画の実施が完了したのに伴い、その完了確認請求を資

料５－１公益目的支出計画実施完了確認請求書のとおり内閣総理大臣あて提出する旨の説

明があり、審議の結果、承認された。 

 

３． 平成２８年度入学者選抜に関する実施要領等について 

入試委員会委員長から、資料６に基づき、平成２８年度入学者選抜に関する実施要領

等について説明があり、審議の結果、これを承認し、６月１６日開催の総会に諮ること

とした。 

 

４． その他 

（１） 国立大学法人を巡る状況について 

   議長から、国立大学法人を巡る状況について自由に意見交換を行いたい旨の提案があり、

意見交換を行った。 

 

（２） 第１回通常総会の日程等について 

議長から、資料７に基づき、第１回通常総会の日程について説明があり、これを承認

した。 

 

○ 議長が閉会を宣した。 
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一 般 社 団 法 人 国 立 大 学 協 会 

平成２６年度 第３回 理事会 議事録 

 

 

１ 日  時  平成２６年７月１７日（木） １５：１０～１７：００ 

 

２ 場  所  東京都千代田区神田錦町３－２８ 学士会館 ３階 ３２０会議室 

 

３ 出席理事  松本 紘、濵口道成、里見 進、羽入佐和子、谷口 功、一井眞比古、 

木谷雅人、山口佳三、佐藤一彦、中井勝己、山内 進、永田恭介、 

徳久剛史、髙橋 姿、遠藤俊郎、大西 隆、平野俊夫、福田秀樹、 

豐島良太、浅原利正、脇口 宏、片峰 茂 

        以上２２名 

 

４ 出席監事  高田邦昭、長友恒人 

 

５ その他の出席者  鈴木邦雄（会長補佐）、小笠原直毅（会長補佐） 

 

６ 議事の経過及び結果 

 

○ 定款第３２条第５項の規定に基づき、松本会長が議長として開会を宣言した。 

○ 理事２２名の出席により定足数を満たしていることが確認された。 

○ 定款第３５条の規定に基づき、議事録署名は、出席した会長、副会長及び監事全員が行うこと

を確認した。 

 

Ⅰ 報告事項 

１． 前回理事会以降の事業報告 

議長から、資料１のとおり、前回理事会（平成２６年５月２３日）以降の事業報告を取

りまとめた旨の報告があった。 

  

２． 各委員会等の活動状況 

（１）入試委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 7 月８日開催の大学入学者選抜の在り方に関する WG においては、中央教育審議会答申

案に関し、国大協として次のような見解をとりまとめ公表する方向で検討することが合意

された。 

その趣旨は、国大協からあるべき入試改革の考え方を示し、それを実行していく姿勢を

明確にすることによって、受け身ではなく中教審の審議をリードしていこうとするもので

ある。 
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今後具体的な文案を作成し、８月中旬までに理事会に書面審議をお願いしたいので、ご

協力をお願いしたい。 

 

・ 今後の入学者選抜において、学力以外の適性・意欲等を含んだ多面的・総合的な評価を

基本としていくべきことは、国大協としても同意する。 

・ この多面的・総合的評価は、新たに創設が検討されている共通試験(達成度テスト(発展

レベル))よりも、むしろ各大学の個別試験や推薦入試・AO 入試等を通じて実現していく

ことが有効かつ現実的である。 

・ 国大協としては、各国立大学が今後１点刻みの選抜から脱却し、多面的・総合的な評価

に移行することを宣言し、 

①一般入試の共通試験・個別試験を通じて学力は段階的に評価し、面接・論文等の方法を

可能な限り導入して多面的・総合的な評価を行うこと 

②推薦入試・AO 入試による選抜の割合を拡大すること 

③複数の受験機会の確保については、前期・後期日程のみならず、推薦入試・AO 入試を

通じて拡充すること 

を基本方針とする。 

・ その上で、達成度テスト(発展レベル)の在り方については、次のことを求める。 

①「合教科・科目型」や「総合型」の導入を検討するのはいいが、「教科型」による５教科

(７科目)の基礎的な学力判定機能は基本的に維持するとともに、高校学習指導要領の見

直しと併せ全体としての試験実施教科・科目数についてはスリム化を図ること 

②成績の提供は、各大学がその選抜方針に基づいて適切な段階設定を行うことを前提とし

て、素点を含め、きめ細かく柔軟に行うこと 

③各大学が受験機会の複数化を行うことを踏まえ、かつ高校生の多様な活動経験の時間を

確保する観点から、実施回数は最小限(最大年２回)とすること 

・ 各大学における改革の実現のためには、アドミッション・センターなどの組織整備やア

ドミッション・オフィサーなどの高度専門職の育成確保が不可欠であり、国としての支援

を要請する。 

 

（２）教育・研究委員会について、以下のとおり報告があった。 

 留学生等受入れに係る安全保障上の入口管理等に関するＷＧ徳久座長から、以下の点につ

いて報告があった。 

   ・ ５月３０日に同 WG を開催し、委員からアメリカの大学での対応事例や、日本の大学で

の留学生受入れ時の問題点を報告していただき、その後、関係省庁宛ての要望書の内容に

ついて検討を行った。 

・ その後、書面審議を経て、資料２-２-１のとおり、教育・研究委員会へ検討状況及び要

望内容について報告したところであり、今後、教育・研究委員会として、関係省庁に要望

活動を行う予定である。 
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  続いて、研究小委員会谷口委員長から、以下の点について報告があった。  

・ 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインについて、資料 2-2-2 の

とおりパブリックコメントが行われているが、７月１４日に小委員会を開催し、その対応

を協議したところである。今後、意見の詳細を詰めた上で、政府へ提出する予定である。 

 

（３）経営委員会委員長が欠席のため、永田副委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ ７月９日に経営委員会を開催し、平成２６年６月２０日に成立した「学校教育法及び国

立大学法人法の一部を改正する法律」について、文部科学省と意見交換を行った。 

・ 文部科学省では、今後、有識者会議を設置して検討を行い、８月を目途に具体的な法律

の解釈や留意事項などが記載された施行通知を発出する予定である。 

・ 年俸制導入に関する取組状況について、文部科学省と意見交換を行った。各大学では年

俸制導入に向けて、文部科学省と調整されていることと思うが、平成２６年度中の導入を

計画している大学は４５大学とのことであった。 

・ 各大学の取組状況について、導入時期、適用対象、年俸の構成及び業績評価項目等の説

明があり、今後も適宜、情報提供いただけるとのことである。 

・ 平成２６年６月２４日に成立した「日本再興戦略」改訂 2014 について、文部科学省と

意見交換を行った。文部科学省からは、大学改革に関することの他、「非営利ホールディン

グカンパニー型法人制度（仮称）」について説明があった。これは、地域医療を充実させる

ため、大学病院を別法人化し、複数の医療法人等との一体的な経営を目指す構想であり、

具体的な制度設計は、今後進められる予定とのことである。 

 

  （４）広報委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 「国立大学」別冊第１２号を発行したので、机上配布させていただいた。各大学及び

関係機関には、既に送付している。 

・ 冊子『国立大学機能強化事例集』を７月末に発行予定である。本日は未定稿を机上配

布させていただいた。今後、予算要望等で活用いただければありがたい。 

・ 松本会長と６７の国立大学にご協力いただいた「高校生新聞」が発行されたので、机

上配布させていただいた。国立大学の特集は、１７ページから２０ページである。 

      

３． 各支部の活動状況 

議長から、資料３に基づき、各支部の活動状況について報告があった。 

 

４． 会長からの報告 

（１）会長から、６月１６日に開催された有識者懇談会について、事務局より「国立大学協

会の概要」の説明を行い、松本会長、濵口副会長、里見副会長、羽入副会長、谷口副会

長から各大学の大学改革、イノベーション創出、グローバル化の３点について説明を行

った後、有識者委員と質疑応答・意見交換を行った旨報告があった。 

 有識者委員からは「イノベーション、留学生受入れに関する対策、世界ランキング、
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若手研究者の育成、文理融合、地域貢献」について質疑・意見があり、様々な角度から

検討のうえ、国立大学協会としての慎重な検討・対応が求められた。 

 

（２）会長から、６月に開催された総会において、財政制度等審議会の報告に対する会長コメ

ントの発出について、承認いただいたところであるが、その後、「日本再興戦略」改訂２

０１４や「経済財政運営と改革の基本方針２０１４」が閣議決定されたことを受け、財政

制度等審議会に対するコメントを含めた形で、平成２７年度国立大学法人等関係予算に関

する要望書、平成２７年度税制改正に関する要望書を提出したいと考えており、このこと

について、後ほどご議論いただきたい旨報告があった。 

  

（３）会長から、７月１６日、第３期中期計画期間に向けた課題検討 WG が開催された旨報告

があった。引き続き、里見副会長から以下の点について報告があった。 

・ 国立大学改革プランにおいて、「第３期における国立大学法人運営費交付金や、評価の

在り方については、平成２７年度までに検討し抜本的に見直す」こととされたことを受

け、３月末に各大学からいただいた約 300 の意見・要望・検討課題などの提案を基に、

議論を行っている。 

・ 第３回目の WG では、まず、国立大学法人の「運営費交付金の在り方」を検討するに

当たり、その「基本的な考え方」について議論を行った。法人化時の原点である、「弾力

的な経営が可能」となるメリットを前提とし、基盤的経費を十分に確保した上で、競争

的資金を有効適切に組み合わせるデュアルサポートシステムの重要性や、運営費交付金

は「渡し切り」で、繰越も可能であるなどの柔軟性を持たせることを基本とすべきこと

などを再確認した。 

・ さらに、「運営費交付金算定ルール」や「目的積立金制度」について、示すべき各種の

改善方策や考え方のオプションについて、具体的な議論を行ったところである。 

・ 第４回目の WG は、８月２７日に開催予定であり、文科省が検討を始めるであろう秋

ごろまでに国大協としての提言・要望等の形でまとめられるよう、引き続き検討を進め

ていくこととしている。 

 

 

Ⅱ 協議事項 

１．会長代理について 

木谷常務理事から、資料４－１に基づき、会長が学長任期の満了に伴い、平成２６年９

月３０日をもって本協会会長を退任することを受け、本協会定款第２３条第３項に基づき、

平成２６年１０月１日から、濵口副会長が会長代理となること、また次期会長については

１１月７日（金）に開催される第２回通常総会において選出することについて説明があり、

審議の結果、承認された。 
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２．支部推薦理事について 

（１）理事の交代について 

議長から、学長任期の満了に伴い、平成２６年９月３０日をもって理事を退任する松

本紘京都大学長及び有川節夫九州大学長の後任理事について、下記の点について説明が

あり、これを確認し、11 月７日開催の総会に諮ることとした。 

・ 本協会役員選任手続等に関する規程（以下「役員選任規程」という。）第 2 条第 3

項の規定に基づき、次期京都大学長予定者山極壽一氏、次期九州大学長予定者が平成

２６年１０月1日に学長に就任することを効力発生の条件として理事に選任すること。 

・ 後任理事の任期は、本協会定款第 25 条第 2 項の規定に基づき、前任者の残任期間

となること。 

 

   （２）理事の役割分担について 

議長から、平成２６年１０月１日に理事が交代することに伴う理事の役割分担につい

て、資料４-２に基づき下記の点について説明があり、これを確認した。 

・ 本協会の委員会規程第５条第３項に基づき、濵口教育・研究委員長の後任として、

副委員長の順序１位である谷口熊本大学長が、有川経営委員長の後任として、副委

員長の順序１位である福田神戸大学長が平成２６年１０月１日付けで委員長に就任

すること。 

・ 次期京都大学長予定者山極氏は、教育・研究委員会を担当すること、次期九州大

学長予定者は、本協会の委員会規程第６条第２項に基づき、経営委員会を担当する

こと。 

 

３．平成２７年度国立大学法人関係予算に関する要望について  

（１）平成２７年度国立大学法人関係予算に関する要望について  

木谷常務理事から、平成 2７年度国立大学関係予算に関する要望書案について、資料 

５－１に基づき説明があり、審議の結果、承認された。 

 

  （２）ＳＩＮＥＴの強化と安定運用に必要な予算の確保について 

木谷常務理事から、ＳＩＮＥＴの強化と安定運用に必要な予算の確保について、資料 

５－２に基づき説明があり、審議の結果、承認された。 

 

４．平成２７年度税制改正に関する要望について 

木谷常務理事から、平成２７年度税制改正に関する要望書案について、資料６に基づき

説明があり、審議の結果、承認された。 

 

５． その他 

（１）国立大学法人を巡る状況について 

   議長から、国立大学法人を巡る状況について自由に意見交換を行いたい旨の提案があり、
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意見交換を行った。 

 

○ 議長が閉会を宣した。 
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一 般 社 団 法 人 国 立 大 学 協 会 

平成２６年度 第４回 理事会 議事録 

 

 

１ 日  時  平成２６年１０月１６日（木） １５：２５～１７：００ 

 

２ 場  所  東京都千代田区神田錦町３－２８ 学士会館 ３階 ３２０会議室 

 

３ 出席理事  濵口道成、里見 進、羽入佐和子、谷口 功、濱田純一、一井眞比古、 

木谷雅人、山口佳三、佐藤一彦、中井勝己、山内 進、永田恭介、 

徳久剛史、遠藤俊郎、大西 隆、山極壽一、平野俊夫、豐島良太、 

浅原利正、脇口 宏、久保千春、片峰 茂 

        以上２２名 

 

４ 出席監事  高田邦昭 

 

５ その他の出席者  鈴木邦雄（会長補佐）、小笠原直毅（会長補佐）、森田潔（会長補佐） 

 

６ 議事の経過及び結果 

 

○ 定款第３２条第５項及び第２３条第３項の規定に基づき、濵口会長代理が議長として開会を宣

言した。 

○ 理事２２名の出席により定足数を満たしていることが確認された。 

○ 定款第３５条の規定に基づき、議事録署名は、出席した会長代理、副会長及び監事全員が行う

ことを確認した。 

○ １０月１日付けで、新たに就任した理事の紹介があった。 

 

Ⅰ 報告事項 

１． 前回理事会以降の事業報告 

議長から、資料１のとおり、前回理事会（平成２６年７月１７日）以降の事業報告を取

りまとめた旨の報告があった。 

  

２． 各委員会等の活動状況 

（１）入試委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 中央教育審議会高大接続特別部会における審議に資するため、大学入学者選抜の在り

方に関するＷＧの議論を踏まえ、入試委員会において「今後の国立大学の入学者選抜の

改革の方向について」を資料 2－1－1 のとおり取りまとめ、平成２６年８月２２日の

高大接続特別部会にて、国大協の意見として発表した。 
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   ・ 今後、高大接続特別部会は、答申の取りまとめに向けて、審議を進めるとのことであ

り、入試委員会としてもその動向を注視しつつ対応していく予定である。 

 

（２）教育・研究委員会から、以下のとおり報告があった。 

     留学生等受入れに係る安全保障上の入口管理等に関するＷＧ座長から、以下のとおり報

告があった。 

・ ９月２２日に、東京工業大学の山内専門委員とともに、文部科学省及び経済産業省に

行き、要望書を提出し、担当課長や担当室長と意見交換を行った。 

   国大協からは、①政府関係機関の対応窓口の一本化、あるいは、明確化、②入口管理

の重点化、③政府機関と大学が継続的に検討・協議する場の設置、の３点について、要

望したところである。 

   それに対し、関係省庁からは、①大学側も第一報の連絡窓口を示して欲しいこと、②

入口管理については、昨今の国際情勢を考えると緩めることは難しく、引き続き是々非々

で対応すること、③協議の場が必要であることは理解している、との回答があった。 

・ 今後、国大協事務局から、各大学に本件に関する担当窓口の照会をさせていただくの

で、その際はご協力をお願いしたい。 

・ 併せて、大学側も受入のノウハウを蓄積し、対応できる職員を育てていただきたいと

の要望があったことをお知らせする。 

・ 今回、日程の調整がつかなかった外務省には、１０月１７日に、あらためて要望に行

く予定である。 

 

続いて、教育・研究委員会委員長から、研究小委員会の活動状況について以下のとおり

報告があった。 

・ 9 月 19 日に、最近の研究不正・研究費不正問題を受けて、日本学術会議の大西会長

の呼びかけで「科学研究の健全性向上のための関係者会合」が開催された。 

・ 会合の結果、学習プログラムや不正防止体制の拡充等に向け、科学者・研究者を代表

する機関、大学、研究費配分機関が日英両文で共同声明を発出することで基本的に合意

した。 

・ 今後、日本学術会議において具体的な文案を作成し、協議を行う予定である。 

・ また、大学全体をカバーするため、公立大学協会にも呼びかけることとされた。 

    

  （３）広報委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ ９月下旬に「国立大学」３４号を発行した。３４号は「イノベーションの創出Ⅱ」を

テーマに、総合科学技術・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ会議の原山優子氏にインタビューし、山形大学と和

歌山大学を特集として取り上げた。 

・ 国大協ホームページのリニューアルの検討状況について、宮田学長を座長とする WG

を９月 11 日に開催し、ホームページの項目やデザインの方向性について、概ね決定し

た。 

56



 

 

現在、平成２７年４月のリニューアルに向け、作業を進めているところである。 

 

 （４）事業実施委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

   ・ ８月２１日から２２日の２日間にわたり、ホテルモントレ横浜において「国立大学法

人化１０年の成果と課題」と題し、「平成２６年度国立大学法人トップセミナー」を開催

した。 

   ・ １０月２０日に学術総合センター一橋講堂において「第１３回大学改革シンポジウム」

を開催する。 

本シンポジウムでは、資料２－５－１にあるように、「大学の入試改革について」をテ

ーマに、独立行政法人日本学術振興会理事長で、中央教育審議会会長かつ高大接続特別

部会の部会長も務めておられる安西祐一郎氏からご講演いただいた後、パネルディスカ

ッションを行う予定である。 

      

３． 各支部の活動状況 

議長から、資料３に基づき、各支部の活動状況について報告があった。 

 

４． 会長からの報告 

（１）会長代理から、第３回理事会において承認された平成２７年度国立大学法人等関係予

算に関する要望、平成２７年度税制改正に関する要望について、７月２４日に松本前会

長と羽入副会長から下村文部科学大臣に、８月６日に里見副会長と谷口副会長から文教

関係国会議員に、要望活動を行っていただいた旨報告があった。 

 

（２）会長代理から、９月１８日、グローバル人材育成コミュニティ協議会運営幹事会が開催

され、本協会から浅原国際交流委員長に出席いただいた旨報告があった。引き続き、浅原

国際交流委員長から運営幹事会における議論の内容等について紹介があった。 

  

（３）会長代理から、９月１９日、ジャパンダイバーシティネットワークのキックオフシン

ポジウムが開催され、本協会から羽入副会長と谷口副会長が出席された旨報告があった。

引き続き、羽入副会長から当日の様子について紹介があった。 

 

 

Ⅱ 協議事項 

１．役員選任の手続き等について 

木谷常務理事から、平成２６年１１月に開催する第２回通常総会における役員選任の手続

き等について、資料４に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

２．第３期中期目標期間に向けた課題検討 WG の審議経過報告について 

（１）第３期中期目標期間に向けた課題検討 WG の審議経過報告について 
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   里見座長から、第３期中期目標期間に向けた課題検討 WG の審議経過の概要について

説明があり、引き続き、木谷常務理事から、資料５－１、５－２に基づき、審議経過報

告（案）について説明があった。 

      その後、里見座長から、本案に対する意見を１０月２１日まで募集し、集まった意見

を踏まえた修正案について、第２回通常総会の前に会員に意見照会を行う旨説明があっ

た。併せて、WG の今後の進め方及び審議経過報告の当面の取扱いについて説明があっ

た。 

 

   （２）第３期中期目標期間に向けた課題検討WGの委員交代について 

      議長から、WGのメンバー構成について、九州大学長の有川委員が９月３０日付け

で退任されたこと、京都大学理事の西阪委員が１０月１日付けで異動されたことに伴

い、後任として、福田神戸大学長と、清木京都大学理事を委員として加えたい旨説明

があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．国立大学法人を取り巻く諸課題について 

（１）大学ポートレートについて 

   平野大学評価委員会委員長から、１０月１日に開催された大学ポートレート運営会議

（第１回）における議論について報告があり、大学ポートレートに係る経費負担につい

ては、国立大学の社会に対する説明責任を果たす観点から対応せざるを得ないと考えてい

る旨説明があった。審議の結果これを承認し、第２回通常総会に諮ることとした。 

 

（２）総会決議について  

議長から、国立大学が「日本再興」「地域創生」「女性の活躍促進」に貢献していくため

に、運営費交付金の確実な措置をはじめとする事柄について、資料６のとおり決議案を用

意した旨説明があった。続いて、木谷常務理事から、資料６に基づき決議案について説明

があり、審議の結果、これを承認し、第２回通常総会に諮ることとした。 

 

（３）ワーキンググループの設置について  

議長から、資料７－１、７－２に基づき、国立大学評価委員会が取りまとめた｢国立大学

法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点｣について以下のように発言があり、その後

意見交換を行った。 

・ 資料７－１「２．組織の見直しに関する視点」について、この問題は、個々の大学の

判断という側面はもちろんあるが、人文社会科学系の学部等を有する有しないに関わら

ず、我が国の高等教育、国立大学の在りようの問題として、国大協として本質的な議論

を行う中で何らかの共通理解を図っていくべきものと考えており、その際、議論の進め

方としては、人文社会科学系学部・大学院の問題に関しては、理事会の下にＷＧを設置

し、集中的に効率的に検討していく方が良いと思い、副会長の役割分担を踏まえ、羽入

先生を座長として、経営委員会、評価委員会の先生方、また自然科学系の先生方や既に
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組織改革を行った大学の先生方にも委員としてお入りいただきたいと考えている。 

    ・ 資料７－１「３．業務全般の見直しに関する視点」について、入学者選抜の問題につ

いては、引続き入試委員会でご議論いただきたい。 

 

     意見交換の結果、人文社会科学系学部・大学院の問題に関しては、理事会の下に WG を

設置し検討していくこととし、詳細については改めて理事会に諮ることとした。また、入

学者選抜の問題については、引続き入試委員会で議論を行うこととした。 

   

（４）国立大学法人を巡る状況について 

   議長から、国立大学法人を巡る状況について自由に意見交換を行いたい旨の提案があり、

意見交換を行った。 

意見交換において、国立大学の長期的ビジョンについて検討する必要がある旨の意見が

述べられ、本件について今後も引き続き検討していくこととされた。 

 

４． その他 

（１）第２回通常総会の日程等について 

議長から、資料８に基づき、第２回通常総会の日程について説明があり、これを承認

した。 

 

 

○ 議長が閉会を宣した。 

 

59



 

 

一 般 社 団 法 人 国 立 大 学 協 会 

平成２６年度 臨時理事会 議事録 

 

 

１ 日  時  平成２６年１１月２０日（木） １５：１５～１６：４０ 

 

２ 場  所  東京都千代田区神田錦町３－２８ 学士会館 ３階 ３２０会議室 

 

３ 出席理事  里見 進、濵口道成、永田恭介、片峰 茂、一井眞比古、木谷雅人、 

山口佳三、中井勝己、徳久剛史、髙橋 姿、遠藤俊郎、大西 隆、 

山極壽一、平野俊夫、福田秀樹、岡 正朗、脇口 宏、久保千春、 

谷口 功 

        以上１９名 

 

４ 出席監事  高田邦昭、長友恒人 

 

５ その他の出席者  小笠原直毅（会長補佐） 

 

６ 議事の経過及び結果 

 

○ 定款第３２条第５項の規定に基づき、里見会長が議長として開会を宣言した。 

○ 理事１９名の出席により定足数を満たしていることが確認された。 

○ 定款第３５条の規定に基づき、議事録署名は、出席した会長、副会長及び監事全員が行うこと

を確認した。 

○ １１月７日付けで、新たに就任した副会長、理事、会長補佐の紹介があった。 

 

Ⅰ 報告事項 

１． 前回理事会以降の事業報告 

議長から、資料１のとおり、前回理事会（平成２６年１０月１６日）以降の事業報告を

取りまとめた旨の報告があった。 

  

２． 各委員会等の活動状況 

（１）教育・研究委員会から、以下のとおり報告があった。 

   教育・研究委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

  ・ 日本学術会議会長の呼びかけで発出することとなった「科学研究の健全性向上のため

の共同声明」について、協議の結果、日本学術会議・国立大学協会・公立大学協会・日

本私立大学団体連合会の 4 団体が、日英両文の共同声明を発出することとなった。 

１２月１１日に記者会見を実施し、公表する予定である。 
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内容は、①世界の範たる健全な研究の遂行、②研究者が健全な研究活動を実践できる

よう、適切な学修プログラムの開発、普及と履修、を義務付けることにより、各団体が

協力して研究の健全性向上のために活動することを宣言するものである。 

 

     安全教育に関する WG 座長から、以下のとおり報告があった。 

    ・ 安全教育に関する WG を開催し、安全教育に関する教科書の作成について、具体的な

内容を検討した。教科書はパワーポイントを中心に、電子ファイルを作成し、各大学で

講義等に使用できるようにまとめ、今年度中に国大協の HP に掲載したいと考えている。 

 

  （２）国際交流委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

ドイツ大学学長会議との協定協議の状況について、11 月 7 日の総会で浅原前委員長か

ら報告があったとおり、日本・ドイツ間の交流拡大のため、ドイツ大学学長会議との協定

締結に向け、協議を進めている。 

5 月に締結したフランスとの協定では、国大協単独で締結したが、今回は「公立大学協

会」と「日本私立大学団体連合会」を加えた 3 団体連名で調印する予定である。 

調印の時期は、概ね来年前半と考えている。今回も、文部科学省等の政府機関と連携し

ながら、国大協を中心に協議を進めていくので、ご協力をお願いしたい。 

      

３． 各支部の活動状況 

議長から、資料３に基づき、各支部の活動状況について報告があった。 

 

４． 会長からの報告 

（１）会長から、第２回通常総会において承認された、決議「日本再興」「地域創生」「女性

の活躍促進」に貢献する国立大学！について、１１月１４日に、会長と羽入副会長、永

田副会長から、下村文部科学大臣、藤井副大臣、丹羽副大臣及び赤池大臣政務官に、   

１１月２０日午前中には、会長から、河村建夫議員に要望活動を行った旨報告があった。 

 

（２）会長から、１１月１７日、第３期中期目標期間における国立大学法人の運営費交付金の

在り方に関する検討会第２回が開催され、経済団体からのヒアリングが行われた旨報告が

あった。 

  

（３）会長から、１１月１７日、公明党の税制改正要望に関するヒアリングが行われ、羽入

副会長が対応した旨報告があった。 

 

  （４）会長から、１１月１９日、株式会社三井住友銀行の北山禎介会長（国立大学法人評価委

員会委員長、国立大学法人運営費交付金の在り方に関する検討会委員、産業競争力会議新

陳代謝・イノベーションＷＧ委員等）と、１１月２０日、株式会社東芝の佐々木則夫副会

61



 

 

長（産業競争力会議議員等）と面会し、会長就任の挨拶を行うとともに、国立大学法人を

取り巻く諸情勢、特に運営費交付金の在り方に関して意見交換を行った旨報告があった。 

 

  （５）常務理事から、第３期中期目標期間における国立大学法人の運営費交付金の在り方に関

する検討会第２回の審議状況について報告があった。 

 

Ⅱ 協議事項 

１．理事の役割分担等について 

木谷常務理事から、平成２６年１１月７日に理事が交代したことに伴う理事の役割分担に

ついて、資料４に基づき説明があり、これを確認した。併せて、理事の役割分担等について、

書面により全会員に報告することとした。 

 

２．人文社会科学系学部・大学院の意義・役割について 

議長から、資料５－１、５－２に基づき、人文社会科学系学部・大学院の意義・役割に

関するＷＧの設置及びメンバー構成について説明があり、審議の結果、これを承認し、  

１１月２０日付けで、人文社会科学系学部・大学院の意義・役割に関するＷＧを設置する

こととした。 

 

３．国立大学の将来ビジョンについて 

   議長から、第４回理事会において、国大協として、国立大学の将来ビジョンを提示すべき

であるという意見が出され、引き続き議論を行っていくこととされたことを受け、本件につ

いて、数名程度のＷＧを設置し、集中的に検討するべきである旨の提案があった。 

引き続き、永田副会長から資料６－１、６－２に基づき、国立大学の将来ビジョンに関す

るＷＧの設置及びメンバー構成について説明があり、審議の結果、これを承認し、１１月    

２０日付けで、国立大学の将来ビジョンに関するＷＧを設置することとした。 

 

  ４．その他 

  （１）国立大学法人を巡る状況について 

   議長から、国立大学法人を巡る状況について自由に意見交換を行いたい旨の提案があり、

意見交換を行った。 

 

（２）今後の会議日程等について 

議長から、平成２６年度に予定されている会議のうち、平成２６年１２月１２日に予

定されている臨時総会については開催せず、平成２７年１月２３日に予定されている臨

時総会は開催する旨の説明があり、これを了承した。 

 

 

○ 議長が閉会を宣した。 
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一 般 社 団 法 人 国 立 大 学 協 会 

平成２６年度 第５回理事会 議事録 

 

 

１ 日  時  平成２７年２月１３日（金） １５：３０～１７：００ 

 

２ 場  所  東京都千代田区神田錦町３－２８ 学士会館 ３階 ３２０会議室 

 

３ 出席理事  里見 進、羽入佐和子、永田恭介、片峰 茂、濱田純一、一井眞比古、 

木谷雅人、山口佳三、佐藤一彦、徳久剛史、髙橋 姿、遠藤俊郎、大西 隆、 

山極壽一、福田秀樹、豐島良太、岡 正朗、脇口 宏、久保千春、谷口 功 

        以上２０名 

 

４ 出席監事  高田邦昭、長友恒人 

 

５ その他の出席者  三島良直（会長補佐）、宮田亮平（会長補佐）、小笠原直毅（会長補佐） 

 

６ 議事の経過及び結果 

 

○ 定款第３２条第５項の規定に基づき、里見会長が議長として開会を宣言した。 

○ 理事２０名の出席により定足数を満たしていることが確認された。 

○ 定款第３５条の規定に基づき、議事録署名は、出席した会長、副会長及び監事全員が行うこと

を確認した。 

 

Ⅰ 報告事項 

１． 前回理事会以降の事業報告 

議長から、資料１のとおり、前回理事会（平成２６年１１月２０日）以降の事業報告を

取りまとめた旨の報告があった。 

  

２． 各委員会等の活動状況 

（１）入試委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

平成２６年１２月２２日の中央教育審議会において、「新しい時代にふさわしい高大接続

の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について」が答申

された。 

平成２７年１月１５日に開催された入試委員会において、文部科学省よりこの答申につ

いて概要の説明があった。 

答申内容の具体化に向けて、今後は専門家による検討会を設置し、検討を行う予定であ

り、その検討会には、国立大学関係者も委員として加わる予定である。 
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国立大学として、適切な入試制度について積極的な意見表明を行えるよう、今後も委員

会等において引き続き議論していきたい。 

 

（２）教育・研究委員会から、以下のとおり報告があった。 

   教育・研究委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

   ・ 第2回教育・研究委員会において、文部科学省から、科学研究費補助金の平成27年度

予算案について情報提供を受けた。 

また、文部科学省から、平成２８年度４月１日から施行される障害者差別解消法につ

いて説明を受けた。法律の施行に伴い、国立大学を含む行政機関等は、障がい者に対し

て合理的な配慮を行うことが法的義務となる。また、施行に先立ち、各機関は「対応要

領」を策定する必要がある。 

今後は、文部科学省の協力を得ながら、国立大学協会として「対応要領」の雛形を作

成し、各大学へ提供することとなった。 

・ １２月に国際交流委員会と合同で「国立大学における教育の国際化の更なる推進につ

いて」第2回フォローアップ調査を実施し、資料2-２-1のとおり報告書を取りまとめた。

追って、各大学に情報提供を行う予定である。 

 

     次に、教育・研究委員会男女共同参画小委員会委員長より、以下のとおり報告があった。 

   ・ 男女共同参画推進については、今年度も調査を実施し、１月１５日の会議で報告書の

内容を審議の上、取りまとめた。 

今回の調査結果では、大学における女性教員比率は 0.6 ポイント増加し、14.7%で

あった。目標である女性教員比率 17％を超えた大学は２大学増え 29 大学、女性比率

を１％以上伸ばした大学は 24 大学、女性教員数を１０名以上増加した大学は 17 大学

であった。 

来年度は、2011 年に策定した「国立大学における男女共同参画推進について—ア

クションプラン—」の目標期間（2011 年から 2015 年）の最終年を迎えることから、

目標達成には課題が多いが、各大学におかれては、更にご尽力いただきたい。 

なお、本報告書と概要版は、国立大学協会の HP に掲載するとともに、２月下旬を目

途に、各大学及び関係機関に送付する予定である。 

 

続いて、教育・研究委員会安全教育に関するＷＧ座長より、以下のとおり報告があった。 

  ・ 第 1 回 WG において、大学の教員が安全教育に関する講義を行う際に使用できるよ

うなパワーポイント教材を作成することとなり、安全教育の専門家に原稿作成を依頼し

た。現在、使用する写真・図の著作権の確認を含め、原稿の取りまとめを行っており、

次回 WG において最終的な調整を行うこととしている。 

完成した教材は、3 月末を目途に国立大学協会の会員専用ホームページに掲載し、各

大学が必要な部分を自由にダウンロードできるようにする予定である。 

 

64



 

 

     最後に、教育・研究委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ １２月１１日に、日本学術会議・国立大学協会・公立大学協会・日本私立大学団体連

合会の４団体で合同記者会見を実施し、資料2-２-3のとおり「科学研究の健全性向上の

ための共同声明」を発表した。 

 今回、４団体が共同で、我が国及び国際社会に声明を公表することで、各団体が協力

して研究の健全性向上のために活動することを宣言した。 

・ ２月５日に、日本学術会議主催で学術フォーラム「科学研究における健全性の向上」

が開催された。 

 

  （３）国際交流委員会委員長より、以下のとおり報告があった。 

・ 文部科学省との意見交換について 

      １月 30 日開催の国際交流委員会に、文部科学省から学生・留学生課長と国際企画室

長にお越しいただき、平成２７年度予算案の内容に限らず、文部科学省の国際交流施策

や、大学の現場での取組に関して、次の２点を中心に意見交換を行った。 

① 国は「地方創生」を重要課題としており、例えば、地域に根差したグローバル人材

の育成等、地方創生をキーワードとし、国際交流を切り口にした取組を積極的に進め

たらよいのではないか。 

② 大学の海外進出について、1 大学では負担が大きいため、コンソーシアムを積極的

に活用したらよいのではないか。例えば、マレーシアでは、私立大学を含めた日本の

２３大学等がコンソーシアムを形成し、MJIIT（Malaysia-Japan International 

Institute of Technology）に参加している。 

・ ドイツ大学学長会議との協定協議の状況について 

  １０月から、双方の事務局同士で協議を行ってきたが、現段階の協定案は、資料２-

４-１のとおりである。 

 昨年のフランス大学団体との協定と同様に、入学資格や学生交流等についても記載す

る予定であるが、最終的には各大学で判断していただくことになる。 

現在、残されている主な論点として、以下の２点を中心に今後協議を行っていくので、

ご協力をお願いしたい。 

① 日本の単位と ECTS（欧州単位互換制度、European Credit Transfer System）

の間の単位互換について、計算の目安とする数値を記載するかどうかという点である。

フランスとの協定では、学修時間を基準とし、おおよそ日本の１単位が１．５～２ 

ECTS に相当すると記載した。しかし、ドイツ側は、単位数よりも学修成果を重視す

る姿勢から、数値を入れることに難色を示している。 

② ドイツには芸術や音楽に関する独自の大学制度があり、それらの学位が日本で適切

に評価されるため、ドイツ側は学位の相互認証に含めることを希望している。現在、

具体的な文案を待っている状況であり、内容を見て、適切に判断したいと考えている。 

・ Universities Australia との協定協議の状況について 

      Universities Australia の前身組織を含めると、平成４年から協定を締結してきたが、
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平成 24 年 1 月に協定が失効しており、再締結に向けた協議を始めたところである。 

  これまでは、包括的な内容であったが、今回は具体的な交流内容も含める予定であり、

今後、協議の進捗状況をお知らせしていくので、ご協力をお願いしたい。 

・ 国際交流委員会での UMAP の超短期プログラムの奨学金について 

1 月 30 日開催の国際交流委員会にて、UMAP の超短期の受入プログラムに奨学金制

度が設けられているにも関わらず、積極的に活用されていないとの報告があった。 

  国立大学は３８大学が UMAP に加入しており、UMAP の日本国内委員会から参加大

学に案内が送られている。今年度は募集が終わっているが、来年度以降、積極的な活用

を検討していただきたい。 

 

 （４）事業実施委員会委員長より、以下のとおり報告があった。 

平成２７年度新たに、新任の学長を対象としたセミナーを開催することとなった。 

この新任学長セミナーについては、開催予定日を６月の総会の翌日、６月１６日として検

討しているところである。 

内容については現在検討中であるが、詳細が決定次第、各会員へ通知させていただく。 

 

（５）調査企画会議座長より、以下のとおり報告があった。 

   ・ 研究報告書「地域における国立大学の役割に関する調査研究」（本編・資料編）の取扱い

は、平成 26 年度第 1 回調査企画会議において、「会員限定ページのみで公開」すること

としていたが、地域における国立大学の役割を著した貴重な報告書であるため、更なる広

報も検討していたところである。今回、関係する４大学から、会員限定ページだけでなく、

一般ページにおいても本編を公開してよいとの許可を得たため、改めて、本編公開の可否

について書面審議を行い、承認した。 

・ 平成 26 年度の政策研究所委嘱事項について 

今年度は 3 件の研究を政策研究所に委嘱しており、それぞれの研究について、各研究代

表者から、進捗状況を報告いただいた。 

①「年俸制適用教員の業績評価の在り方に関する調査研究」、③「運営費交付金削減によ

る国立大学への影響・評価に関する研究」については、年度内に報告書を取りまとめ、報

告書が完成次第、各大学へ発送する予定である。 

②「大学のコンプライアンスの在り方に関する調査研究」については、平成 27 年度も

引き続き委嘱する予定である。 

・ 平成 27 年度事業計画について 

次年度も今年度同様、国立大学の「役割」や「存在意義」等を示すデータを収集するた

め、調査研究を企画する予定であり、平成 27 年度事業計画を策定した。 

具体的な研究課題の設定については、次年度第 1 回目の会議において改めて検討する。 

 

３． 各支部の活動状況 

議長から、資料３に基づき、各支部の活動状況について報告があった。 
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４． 会長からの報告 

（１）会長から、１月２９日に、第３期中期目標期間における国立大学法人の運営費交付金

の在り方に関する検討会第５回が開催され、予算配分に反映するための評価に関する検

討課題等について議論が行われた旨報告があり、引き続き、検討会の模様について、木

谷常務理事から報告があった。 

 

（２）会長から、１２月１９日に、国立大学法人等監事協議会との意見交換会を行い、監事

協議会からは、特に監事のサポート体制について、学内事情は理解できるが、少なくと

も最小限の専任スタッフを置いたうえで、内部監査室等の協力を得て監事監査を実行で

きるようにしてほしい、また、監事協議会の活動の充実を図るために、各大学からいた

だいている会費の引き上げをお願いしたい、という要望がなされた旨報告があった。 

  

（３）会長から、２月５日に、内閣府総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）における、

今後の競争的資金の在り方をテーマとした有識者議員の勉強会に、会長と片峰副会長が

出席して、国立大学協会としての意見を述べた旨報告があった。引き続き、会長と片峰

副会長から、資料４－１、資料４－２に基づき、勉強会の様子について報告があった。 

 

 

Ⅱ 協議事項 

１．理事及び監事の交代について 

 （１）理事の交代について 

議長から、学長任期の満了に伴い、佐藤一彦室蘭工業大学長、濱田純一東京大学長、

羽入佐和子お茶の水女子大学長、濵口道成名古屋大学長、福田秀樹神戸大学長、谷口

功熊本大学長が、平成２７年３月３１日をもって理事を退任する旨の報告があった。 

支部推薦理事である佐藤一彦室蘭工業大学長、濱田純一東京大学長、羽入佐和子お

茶の水女子大学長、濵口道成名古屋大学長、福田秀樹神戸大学長の後任理事について、

本協会役員選任手続等に関する規程（以下「役員選任規程」という。）第 2 条第 3 項の

規定に基づき、空閑良壽次期室蘭工業大学長予定者、五神真次期東京大学長予定者、

室伏きみ子次期お茶の水女子大学長予定者、松尾清一次期名古屋大学長予定者、武田

廣次期神戸大学長予定者を、平成２７年４月 1 日に学長に就任することを効力発生の

条件として理事に選任することについて説明があり、審議の結果、これを承認し、3 月

５日開催の総会に諮ることとした。 

また、会長指名理事である谷口功熊本大学長の後任理事について、役員選任規程第

３条第１項の規定に基づき、後藤ひとみ愛知教育大学長を平成２７年４月１日付けで

新たに会長指名理事として理事に選任することについて説明があり、審議の結果、こ

れを承認し、３月５日開催の総会に諮ることとした。 

      次に、専務理事である一井眞比古香川大学前学長から、４月３０日をもって辞任の意
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向が示されており、その後任として、学長任期満了に伴い平成２７年３月３１日付けで

学長を退任する山本健慈和歌山大学長を、５月１日付けで会長指名理事として理事に選

任することについて説明があり、審議の結果、これを承認し、3 月５日開催の総会に諮

ることとした。 

      併せて、山本氏の専務理事としての選定は、４月に開催される理事会において行う旨

報告があった。 

７名の新理事の任期については、本協会定款第25条第2項の規定に基づき、前任者

の残任期間となる旨、併せて報告があった。 

 

   （２）監事の交代について 

議長から、学長任期の満了に伴い、平成２７年３月３１日をもって監事を退任する

高田邦昭群馬大学長の後任監事について、役員選任規程第６条２項の規定に基づき、

立石博高東京外国語大学長を選考する旨提案があり、審議の結果、これを承認し、3 月

５日開催の総会に諮ることとした。 

新監事の任期については、国立大学協会定款第２５条第４項の規定に基づき、前任者

の残任期間となる旨、併せて報告があった。 

 

   （３）理事の役割分担について 

議長から、平成２７年４月１日に理事が交代することに伴う理事の役割分担について、

資料５-２に基づき説明があり、これを確認した。 

 

２．問題検討委員会の廃止について 

議長から、「会員から国大協における意見・提案の収集と対応要領」に基づき、理事会の

下に設置されている問題検討委員会について、３月３１日付けで問題検討委員会を廃止す

る旨の提案があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．平成２７年度事業計画及び収支予算について 

議長から、平成２７年度の事業計画案を取りまとめた旨の報告があった。引き続き、木谷

常務理事から資料７-１及び７-２に基づき、平成2７年度の事業計画案及び収支予算案につ

いて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、3月５日開催の総会に諮ることとした。 

   

４．国立大学の将来ビジョンについて 

  永田副会長より、国立大学の将来ビジョンに関する検討状況について、資料８に基づきア

クションプラン（骨子素案）について説明があった。その後、議長から、本案に対する意見

を２月２０日まで募集し、集まった意見を踏まえた修正案について、会員に事前に意見照会

を行った上で、第３回通常総会に諮ることとした。 
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５．人文社会科学系の意義・役割について 

  羽入副会長より、人文社会科学系学部・大学院の意義・役割に関する WG における検討状

況について、資料９-１に基づき説明があった。 

  併せて、同 WG の名称の変更について、資料９-２に基づき説明があり、審議の結果、原

案どおり承認した。 

 

６．その他 

  （１）国立大学法人を巡る状況について 

   議長から、国立大学法人を巡る状況について自由に意見交換を行いたい旨の提案があり、

意見交換を行った。 

 

（２）第３回通常総会の日程等について 

議長から、資料１０に基づき、第３回通常総会の日程について説明があり、これを承

認した。 

 

（３）平成２７年度総会及び理事会の日程について 

議長から、資料１１に基づき、平成２７年度総会及び理事会の日程等について説明が

あり、これを了承し、3月５日開催の総会に諮ることとした。 

 

 

○ 議長が閉会を宣した。 
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平成２６年度第１回入試委員会 議事概要 

 

 

１ 日 時  平成２６年５月９日（金） １３：００～１４：３０ 

２ 場 所  学士会館 ２階 ２０３号室 

３ 出席者  里見委員長、山内副委員長、濱田副委員長 

       髙橋、見上、池田、村上、伊東、中村、位藤、寺尾、菅沼 各委員 

山内、川嶋、淵田 各専門委員 

垂水 学識経験者 

      （文部科学省） 平野大学入試室長 

      （大学入試センター） 片山理事、中島事業部長、大津研究開発部長 

 

４ 議事の経過及び結果 

議事に先立ち、本委員会の専門性に鑑み、専門委員及び垂水中国学園大学教授を「入

試委員会委員長の指名する学識経験者」として、委員会等へ加えることについて、確認

がなされた。 

また、委員15名に対して、12名が出席したことにより、定足数を満たしたことが確

認された。 

 

〔報告事項〕 

（１） 委員会の検討事項等について 

  資料2に基づき、本委員会における今年度の検討事項について、確認された。 

 

（２） 大学入学者選抜の在り方に関するWGにおける検討状況 

  事務局から、資料3に基づき、大学入学者選抜の在り方に関するWGの検討状況

について報告があった。 

 

（３） 関係機関への委員の推薦について 

  委員長から、大学入試センターの「全国大学入学者選抜研究連絡協議会」企画委

員会委員、日本学生支援機構の「日本留学試験」実施委員会委員、文部科学省の「大

学入学者選抜方法の改善に関する協議」協力者について、資料4のとおり、それぞ

れ推薦を行った旨報告があった。 

 

（４） 個別大学の入試について 

  委員長から、資料5に基づき、東京大学及び京都大学の入試方法の変更について

報告があった。 
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〔議  事〕 

（１） 国立大学の入学者選抜についての平成28年度(2016)年度実施要領(案)等に

ついて 

  事務局から、資料６-１基づき、国立大学の入学者選抜についての平成28

（2016）年度実施要領(案)等について説明があった。会員校からは資料6-2のと

おり要望があったが、審議の結果、原案どおり了承された。 

  また、本件については、5月23日開催の理事会及び6月16日開催の総会の議を

経て、各大学へ通知する予定である旨説明があった。平成27年度からの変更点等

については以下のとおり。 

 

【変更点等】 

 ・平成27年度からの変更点について、年度の変更に伴う日付、曜日の変更のみ。 

 ・平成28年度入試から第三期中期目標・中期計画期間に入るが、基本的枠組みに

ついては現行のままとし、必要が生じた場合には、入試委員会等において対応する。 

 

（２） 「高大接続特別部会審議経過報告」等への対応について 

  事務局から、資料7-1から7-8に基づき、「高大接続特別部会審議経過報告」等

への対応について、説明があった。なお、委員から修正意見があったため、委員長

一任の上で、資料7-1及び7-2を一部加筆修正することとなった。加筆修正後、国

立大学協会の意見として文部科学省に提出することについて了承された。また、資

料7-1及び7-2を文部科学省へ提出後、会員校にも通知する旨、確認された。 

 

〔そ の 他〕 

（１） 平成27年度以降の大学入試センター試験について 

  大学入試センターから、資料8-1から8-4に基づき、平成27年度以降の大学入

試センター試験について説明があった後、意見交換が行われた。 

 

 

 

以上 
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平成２６年度第２回入試委員会 議事概要 

 

 

１ 日 時  平成２７年１月１５日（木） １４：３０～１６：３０ 

２ 場 所  学術総合センター １階 １０１・１０２会議室 

３ 出席者  片峰委員長、岡副委員長 

       髙橋、見上、村上、伊東、位藤、山本、小林、菅沼 各委員 

香川、川嶋、淵田 各専門委員 

垂水 学識経験者 

      （文部科学省） 橋田大学入試室長 

      （大学入試センター） 片山理事、荒井統括官 

 

４ 議事の経過及び結果 

議事に先立ち、本委員会の専門性に鑑み、専門委員を本委員会等へ加えることについ

て、確認がなされた。 

また、委員16名に対して、10名が出席したことにより、定足数を満たしていること

が確認された。 

 

〔報告事項〕 

（１） 入試委員会の体制について 

  委員長から、国立大学協会委員会規程第5条第2項に基づき、岡委員を副委員長

とすること及び第3項に基づき、副委員長の指名順位を、濱田委員を第1順位、岡

委員を第2順位とすることが報告された。 

 

（２） 関係機関への委員の推薦について 

  委員長から、文部科学省の「英語力の評価及び入試における資格・検定試験に関

する連絡協議会」、大学入試センターの「運営審議会」委員、「大学入試センター

試験協議会」構成員、「得点調整判定委員会」委員について、資料２のとおり、そ

れぞれ推薦を行った旨報告があった。 

 

（３） 関係団体からの要望書等について 

  委員長から、資料3に基づき、大学入学者選抜試験に関わる各団体からの要望書

等について報告があった。 
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〔議  事〕 

（１） 平成２７年度における入試委員会の活動（案）について 

  事務局から、資料４に基づき、平成２７年度における入試委員会の活動（案）に

ついて説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。 

  また、本件については、2月13日開催の理事会及び3月5日開催の総会の議を経

て、国大協全体の平成27年度の事業計画に盛り込まれる予定である旨説明があっ

た。 

 

（２） 大学入試改革をめぐる動向と今後の国立大学の入学者選抜制度について 

  文部科学省から、資料5に基づき、平成26年12月22日の中央教育審議会におい

て提出された答申について説明があった。その後、意見交換を行った。 

 

以上 
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平成２６年度第 1 回教育・研究委員会 議事概要 

 

１ 日  時  平成２６年５月 1６日（金） 14：00～16：00 

２ 場  所  如水会館 3 階 松風の間 

３ 出 席 者  濵口委員長、谷口副委員長、徳久副委員長 

小山、山口、佐藤、内田、小笠原、福永 の各委員 

（文部科学省）高等教育企画課 大学設置室 今泉室長 

       大学振興課 大学改革推進室 猪股室長 

 

４ 議事の経過及び結果 

 

（１）委員会の体制等について 

委員長から、一般社団法人国立大学協会委員会規程第５条第２項に基づき、担当理事である

熊本大学の谷口学長及び千葉大学の徳久学長を副委員長に指名した。併せて、委員会規程第５

条第３項に基づき、委員長が欠けたときに副委員長が委員長になる順序として、谷口副委員長

を第１順位、徳久副委員長を第２順位に指名した。 

また、谷口副委員長が研究小委員会及び男女共同参画小委員会委員長に、徳久副委員長が教

育小委員会委員長に就任した。 

引き続き、資料２に基づき平成 26 年度の事業計画・活動計画について確認した。 

 

 

（２）国際連携教育課程(ジョイント・ディグリー)制度について 

 文部科学省から、資料３に基づき、国際連携教育課程(ジョイント・ディグリー)制度につい

て説明があり、その後意見交換を行った。 

 

 

（３）国立大学の機能強化に関する案件について 

事務局から、資料５に基づき、国立大学の機能強化に関する案件について説明があり、審議

の結果、日本学生支援機構や文部科学省を中心として支援を開始している案件もあるので、今

後は本委員会として情報収集に努め、必要に応じて要望活動を行うことを確認した。 

 

 

（４）学事暦の多様化とギャップタームの推進方策について 

 文部科学省から、資料４に基づき、学事暦の多様化とギャップタームの推進方策について説

明があり、その後意見交換を行った。 

 

 

（５）その他 

 委員長から、5 月 9 日に行われた中国・四国地区支部会議において、結核を含む学生健康診

断の在り方について議論があった旨報告があった。 

対応方法については、今後委員長と事務局で検討することとなった。 

 

 

以上 
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平成２６年度第２回教育・研究委員会 議事概要 

 

１ 日  時  平成２７年２月２日（月） 14：00～16：00 

２ 場  所  学術総合センター１階 特別会議室１０１・１０２ 

３ 出 席 者  谷口委員長、徳久副委員長 

出口、山口、佐和、小笠原、田中、福永 各委員 

（文部科学省）研究振興局 学術研究助成課 鈴木課長 

       高等教育局 学生・留学生課 渡辺課長 

４ 議事の経過及び結果 

（１）科学研究費助成事業について（情報提供） 

   文部科学省から、資料１に基づき、科学研究費助成事業（科研費）の平成２７年度予算

案について情報提供があり、その後意見交換を行った。 

 

 

（２）委員会の体制について（報告） 

   委員長から、資料２、参考資料１に基づき、昨年１０月１日付けで山極学長（京都大学）

が本委員会の委員となり、担当理事として副委員長に就任している旨報告があった。 

   また、委員長が欠員になった際に備える副委員長順位は、徳久副委員長を第１順位、山

極副委員長を第２順位としている旨報告があった。 

 

（３）国立大学における男女共同参画の推進状況に関する追跡調査について（報告） 

   事務局から、資料３－１、３－２に基づき、男女共同参画小委員会より提出のあった「国

立大学における男女共同参画の推進状況に関する追跡調査（第１１回）」について報告が

あった。 

   なお、本報告書は２月１３日（金）開催の理事会および３月５日（木）開催の総会へ報

告し、また、追って関係機関へ配付する予定であることを確認した。 

 

（４）国立大学における教育の国際化の更なる推進 フォローアップ調査について 

   事務局から、資料４に基づき、昨年末に実施した第 2 回フォローアップ調査の調査結果

について説明があった。 

   なお、調査結果は２月１３日（金）開催の理事会および３月５日（木）開催の総会へ報

告し、また、追って各大学へ情報提供することを確認した。 
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（５）安全教育に関する教材の作成について 

   事務局から、資料５に基づき、安全教育に関するワーキンググループで作成中の教材（安

全教育に関する授業を実施する際に、大学教員が利用できるパワーポイント教材）につい

て説明があり、その後意見交換を行った。 

   教材は今年度中に国立大学協会の会員専用ページに掲載する予定であることを確認した。 

 

（６）国立大学の機能強化に関して各大学から提出された課題・問題意識への対応について 

   事務局から、資料６に基づき、各大学から提出され、教育・研究委員会で対応すること

となっていた課題・問題意識について、進捗の説明があり、その後意見交換を行った。 

   当該課題・問題意識については、引き続き教育・研究委員会で対応することを確認した。 

 

（７）平成２７年度 事業計画・活動計画について 

   委員長から、資料７に基づき、平成２７年度の事業計画・活動計画について説明があり、

原案のとおり承認された。 

 

（８）国立大学における障害学生支援について 

   文部科学省から、資料８に基づき、障害者施策の動向と大学等における今後の対応につ

いて説明があり、その後意見交換を行った。 

   今後は、平成２８年４月１日の障害者差別解消法施行に先立ち、文部科学省の協力を得

ながら、国立大学協会として「対応要領」の雛形を作成し、各大学へ提供することを確認

した。 

 

 

以上 
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平成２６年度第１回大学評価委員会 議事概要 

 

１ 日   時  平成２6 年 5 月 22 日（木） 1４：００～１６：００ 

２ 場   所  TKP ガーデンシティ竹橋 カンファレンスルーム 2A 

３ 出 席 者  平野委員長、豐島副委員長 

澤田、福田、山内、高田、前田、鵜飼、加治佐、松永の各委員 

西田、三橋、髙橋、新藤、廣瀬、梅原、福田、細井の各専門委員 

（文部科学省）浅田高等教育企画課長、 

       三浦国立大学法人支援課国立大学戦略室長 

（大学評価・学位授与機構）岡本理事 

 

４ 議事の経過及び結果 

 

（１）平成２６年度事業計画について 

平野委員長より資料２に基づき、平成２６年度事業計画について説明があった。 

 

（２）大学ポートレート（仮称）準備委員会について（文部科学省との意見交換） 

文部科学省 浅田課長より資料 3-１及び３-２に基づき、大学ポートレート（仮称）

準備委員会における審議経過等について説明があり、意見交換を行った。なお、運用

にかかる大学負担を含め、６月１６日開催の国大協総会へ報告することとされた。 

 

（３）第３期中期目標・中期計画の項目等について（文部科学省との意見交換） 

文部科学省 三浦国立大学法人支援課国立大学戦略室長より資料 4-１から４-３に

基づき、第３期中期目標・中期計画の項目等について説明があり、意見交換を行った。 

意見交換の結果、今後も本委員会として必要に応じて対応することとされた。 

 

（４）第２期中期目標期間の評価について 

平野委員長より資料５に基づき、第２期中期目標期間の評価について、大学評価・

学位授与機構へ意見提出した旨の報告があった。 

 

（５）国立大学の機能強化に関する取組み事例等について 

平野委員長より資料６に基づき、国立大学の機能強化に関する取組事例等への対応

案について説明があり、原案どおり了承された。 

 

（６）大学ポートレートの情報の活用について 

事務局より資料７に基づき、大学ポートレートの情報の活用について説明があり、

公表情報及び学校基本調査のデータ等の非公表情報を含め、情報の各国立大学間の活

用については、ベンチマーキングを可能とするため、資料８-２の非公開情報を含め全
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ての項目について活用していくことで了承された。 

また、国大協としての合意形成を図るため、６月１６日開催の国大協総会に諮るこ

ととされた。 

なお、他大学の情報を含むデータの分析結果等の外部への公表の取扱いについては、

本委員会として、引き続き検討していくこととされた。 

 

（７）大学ポートレートのシステム機能等について（大学評価・学位授与機構との意見交換） 

大学評価・学位授与機構 岡本理事より資料８-１～８-４に基づき、大学ポートレー

トのシステム機能等について説明があった。 

 

以上 
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平成２６年度第１回国際交流委員会 議事概要 

 

  

１ 日  時  平成２６年６月１３日（金） １３：００～１５：００ 

２ 場  所  東京都千代田区一ツ橋２－１—２ 学術総合センター２階 ２０１会議室 

３ 出 席 者  浅原委員長、佐藤副委員長、髙橋副委員長 

和田、堺、立石、新原、浅野、北野、大城 各委員 

プラート、宮崎、佐藤、川西、穂積、田口、堀田、外間 各専門委員 

        （文部科学省）渡辺学生・留学生課長、今泉大学設置室長、 

猪股大学改革推進室長 

（一般財団法人日本国際協力センター）岸本常務理事 

 

４ 議事の経過及び結果 

   ○  浅原委員長から、新規委員の紹介があった。 

 

 [Ⅰ．報告事項] 

（１） 平成２６年度の委員会体制について 

浅原委員長から、本協会の委員会規程により、委員長が欠けた場合に備え、次に委員長

となる副委員長の順番を決めておく必要があり、佐藤学長を第１順位、髙橋学長を第２順

位とする旨の説明があった。 

 

（２） 平成２６年度の活動計画の確認について 

浅原委員長から、資料１により、平成２６年度の活動計画について説明があり、確認さ

れた。 

 

（３） 関連委員会等への委員等の推薦について 

浅原委員長から、資料２により、関連委員会等への委員等の推薦について説明があった。 

 

（４） 平成２５年度日本留学試験実施委員会（第２回）について 

プラート専門委員から、資料３により、3 月２６日に開催された平成２５年度日本留学

試験実施委員会（第 2 回）の内容について説明があった。 

 

（５） UMAP 国際理事会について 

堀田専門委員から、資料４により、４月１５日に台湾で開催された UMAP 国際理事会

の内容について説明があった。 

 

（６） 日本とフランスの高等教育機関における協定締結について 

浅原委員長から、資料５により、日本とフランスの高等教育機関に関する協定締結につ
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いて説明があった。また、本協定締結を受けた今後の交流活動について、資料６を参考に

意見交換を行い、今後、各大学にフランス側に情報提供するプログラムについて照会する

こととした。 

 

 [Ⅱ．協議事項] 

（１） 各大学での課題や問題意識、建設的な提案について 

浅原委員長から、資料７により、各大学での課題や問題意識、建設的な提案について説

明があり、検討課題となっている D3（静岡大学の提案）及び D4（愛知教育大学の提案）

については、情報収集し、必要に応じて要望等を行うこととした。 

 

（２） 一般財団法人日本国際協力センターとの意見交換 

岸本常務理事から、資料８により、アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティ

ブプログラム等について説明があり、その後、意見交換を行った。 

 

（３） 文部科学省との意見交換 

  ① ジョイント・ディグリー制度について 

今泉室長から、資料９により、ジョイント・ディグリーについて説明があり、その

後、意見交換を行った。 

 

    ② 学事暦の多様化とギャップタームの推進方策について 

       猪股室長から、机上配布資料により、学事暦の多様化とギャップタームの推進方策

について説明があり、その後、意見交換を行った。 

 

    ③ 留学生の住環境支援の在り方に関する検討状況について 

       渡辺課長から、机上配布資料により、留学生の住環境支援の在り方に関する検討状

況について説明があり、その後、意見交換を行った。 

 

以上 
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平成２６年度第２回国際交流委員会 議事概要 

 

  

１ 日  時  平成２７年１月３０日（金） １３：３０～１５：３０ 

２ 場  所  東京都千代田区一ツ橋２－１—２ 学術総合センター２階 中会議場１ 

３ 出 席 者  永田委員長、佐藤副委員長 

和田、新原、浅野、古山、大城 各委員 

佐藤、川西、田口、堀田、山岡、外間 各専門委員 

        （文部科学省）渡辺 学生・留学生課長、井上 学生・留学生課留学生交流室長、 

松本 高等教育企画課国際企画室長 

 

４ 議事の経過及び結果 

   ○   委員 13 名に対して７名の出席により定足数を満たしていることが確認された。 

   ○  永田委員長から、新規委員の紹介があった。 

 

 [Ⅰ．報告事項] 

（１） 文部科学省との意見交換 

渡辺課長及び松本室長から、資料１により、国際交流関係の平成２７年度予算案につい

て説明があり、意見交換を行った。 

 

（２） 平成２６年度日本留学試験実施委員会（第１回）について 

永田委員長から、資料２により、日本留学試験実施委員会が 10 月 15 日に開催された

旨の報告があった。 

 

（３） UMAP 国際理事会について 

木谷常務理事から、資料３により、9 月に開催された UMAP 大会及び UMAP 国際理

事会について報告がった。 

 

（４） 「国立大学における教育の国際化の更なる推進について」第２回フォローアップ調査

結果について 

事務局から、資料４により、第２回フォローアップ調査結果について報告があった。 

 

（５） 海外の大学団体等との交流状況について 

木谷常務理事から、資料５により、海外の大学団体等との交流状況について説明があっ

た。 
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 [Ⅱ．協議事項] 

（６） ドイツ大学学長会議との協定について 

木谷常務理事から、資料６-１により、ドイツ大学学長会議との協議の経緯について説明

があり、併せて、資料６-２により、協定協議の状況について説明があった。 

 

（７） Universities Australia との協定について 

木谷常務理事から、資料７-１により、Universities Australia との協議の経緯について

説明があり、併せて、資料 7-２により、協定協議の状況について説明があった。 

 

（８） 平成２７年度事業計画（案）について 

永田委員長から、資料８により、平成２７年度事業計画（案）について説明があり、原

案どおり承認した。 

 

（９） 外部関連委員会等への委員等の推薦について 

永田委員長から、資料９-１のとおり、外部関連委員会等への委員等を推薦している旨の

説明があり、併せて資料９-２のとおり申合せを作成し、一部の委員については役職指定と

したい旨の提案があり、原案どおり承認した。 

     また、佐藤副委員長の平成２７年３月３１日付け退任に伴い、本協会委員会規程に基づ

き、空閑室蘭工業大学次期学長就任予定者が４月１日付けで後任の副委員長に就任するこ

と、及び副委員長の指名順位を、高橋委員を第１順位、空閑氏を第２順位とすることが報

告された。 

     なお、本日承認された「外部関連委員会等への委員推薦に関する申合せ」に基づき、空

閑氏をＵＭＡＰ（アジア太平洋大学交流機構）日本国内委員会委員に、高橋副委員長をＪ

ＡＣＵＩE（国公私立大学団体国際交流担当委員長協議会）委員に、それぞれ平成２７年

４月１日付けで推薦することを確認した。 

 

（１０）その他 

     なし。 

 

以上 
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平成２６年度第１回経営委員会 議事概要 

 

 

１．日  時  平成２６年７月９日（水）１４：００～１６：２０ 

２．場  所  如水会館１階 コンファレンスルーム 

３．出 席 者  有川委員長、永田副委員長、佐藤、松永、岡本、岡田、山崎、眞弓の各委員 

（文部科学省）高等教育局国立大学法人支援課  吉田企画官 

〃             米澤課長補佐 

〃            大学振興課  白井課長補佐 

研究振興局参事官（情報担当）付学術基盤整備室 長澤室長  

        

４．議事の経過及び結果 

議事に先立ち、平成２６年４月１日付けで就任した岡田委員及び山崎委員より、それぞれ

挨拶があった。引き続き、委員長より、今年度の経営委員会の活動方針について、資料２に

基づき説明があった。 

 

Ⅰ 議 事 

（１）文部科学省との意見交換 

① 学校教育法及び国立大学法人法改正に伴う大学のガバナンス改革について 

    国立大学法人支援課 吉田企画官及び大学振興課 白井課長補佐より、学校教育法及

び国立大学法人法の一部を改正する法律について、資料３に基づき説明があり、その

後意見交換を行った。 

 

② 年俸制導入促進費による年俸制導入検討状況について 

   国立大学法人支援課 吉田企画官及び米澤課長補佐より、年俸制導入に関する各法人 

の取組状況について、資料３に基づき説明があり、引き続き、事務局より、年俸制導 

入促進費による年俸制導入検討状況について、資料４に基づき説明があり、その後意 

見交換を行った。 

 

③ 「日本再興戦略」改訂 2014 について 

国立大学法人支援課 吉田企画官より、「日本再興戦略」改訂 2014 について資料

３に基づき説明があり、その後意見交換を行った。 

 

④ ジャーナル問題に関する検討会について 

学術基盤整備室 長澤室長より、ジャーナル問題に関する検討状況について、資料５

に基づき説明があり、その後意見交換を行った。 
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（２）大学が抱える課題や問題意識について 

     事務局より、大学が抱える課題や問題意識について、資料６に基づき説明があり、意見

交換を行った。その結果、対応案のとおり検討を進めることが了承された。 

 

Ⅱ 報告事項 

（１）第１回病院経営小委員会の報告 

眞弓委員より、大学病院を取り巻く最近の状況や国立大学の施設整備に関して、文部科 

学省の高等教育局医学教育課及び文教施設企画部計画課からそれぞれ説明を受け、意見交 

換を行ったこと及び例年実施している附属病院の経営問題に関するアンケート調査等に 

ついて、今年度実施する調査内容の検討を行い、調査項目を一部修正した上で、引き続き 

調査を実施する旨報告があった。 

 

  （２）平成 25 年度高年齢者異動幹部職員雇用実績の報告 

    事務局より、資料７に基づき、平成２５年度高年齢者異動幹部職員雇用実績の結果に 

ついて、異動希望人数６名に対して異動実績人数は５名であった旨報告があった。 

 

Ⅲ その他 

次回の日程については、事務局を通じて調整することとされた。 

 

以上 
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平成２６年度第２回経営委員会 議事概要 

 

 

１．日  時  平成２７年２月９日（月）１４：００～１６：００ 

２．場  所  学術総合センター会議室２０２・２０３ 

３．出 席 者  福田委員長、松永、岡本、岡田、山崎、眞弓、塩田、今岡、佛淵の各委員 

（文部科学省）大臣官房人事課                 戸松調査官 

大臣官房文教施設企画部計画課   山下企画官 

高等教育局国立大学法人支援課    吉田企画官 

〃             米澤課長補佐 

〃    国立大学戦略室    加賀谷室長補佐 

 

４．議事の経過及び結果 

Ⅰ 報告事項 

（１）平成２７年度活動方針について 

  事務局より、資料１に基づき、平成２７年度活動方針について、１月１９日から１月 2 

２日にかけて本委員会において書面審議を行い、了承された旨報告があった。 

 

（２）大学が抱える課題や問題意識に関する取組状況について 

  事務局より、資料２に基づき、大学が抱える課題や問題意識に関する取組状況について 

報告があった。 

 

（３）国立大学法人等監事協議会との意見交換会について 

事務局より、資料３に基づき、１２月１９日に開催された国立大学法人等監事協議会と 

の意見交換会について報告があった。 

 

（４）各小委員会の報告事項について 

  佛淵委員（財務・施設小委員会委員長）及び岡本委員（人事労務小委員会委員長）より、 

小委員会の活動状況について報告があった。なお、委員長より、病院経営小委員会は、２ 

月１２日に開催を予定している旨説明があった。 

 

Ⅱ 議 事 

（１）国立大学法人等における女性の登用推進について 

大臣官房人事課戸松調査官より、国立大学法人等における女性の登用推進について、資 

料４に基づき説明があり、その後意見交換を行った。 

 

（２）助成財団からの助成金の受入手続きについて 

木谷常務理事より、助成財団からの助成金の受入手続きについて、資料５に基づき説明 

があり、その後意見交換を行った。 
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（３）平成２７年度予算（案）について 

  文教施設企画部計画課山下企画官及び国立大学法人支援課吉田企画官より、平成２７年 

度予算（案）について、資料６-１及び資料６-２に基づき説明があり、その後意見交換を 

行った。 

 

（４）第３期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方に関する検討会の動向 

について 

  国立大学法人支援課吉田企画官より、第３期中期目標期間における国立大学法人運営費 

交付金の在り方に関する検討会の動向について、資料７に基づき説明があり、その後意見 

交換を行った。 

 

（５）大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討会議の動向について 

  国立大学法人支援課吉田企画官より、大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討会 

議の動向について、資料８に基づき説明があり、その後意見交換を行った。 

 

Ⅲ その他 

次回の日程については、事務局を通じて調整することとされた。 

 

以上 
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平成２６年度第１回広報委員会及び平成２６年度第１回広報企画小委員会 

議事概要 

 

１．日 時  平成２６年５月９日（金） １５：００～１７：００ 

２．場 所  如水会館 １階 コンファレンスルーム 

３．出席者  羽入委員長、大西副委員長 

宮田、進村、後藤、長友、一井、木谷の各委員 

松下、中島、菅沼の各専門委員 

以上１１名 

 

議事に先立ち、大西豊橋技術科学大学長を副委員長に指名した旨報告があり、副

委員長の順序については、脇口副委員長、大西副委員長の順とすることとした。 

 

４．議事の経過及び結果 

（１）国大協広報誌「国立大学」第３３号及び別冊第１２号の校正について 

   事務局から、資料２及び資料３に基づき説明があった。意見交換の結果、委員

からの意見を踏まえ、６月発行に向けて作業を進めることとし、最終的な修正に

ついては広報企画小委員会座長に一任することとした。  

 

（２）第３４号以降の国大協広報誌「国立大学」について 

事務局から、資料４及び資料５に基づき、次号以降の国大協広報誌「国立大学」

について説明があった。意見交換の結果、委員からの意見に基づき、作業を進め

ることとした。  

 

（３）国大協ロゴマークの選定について 

事務局から資料 6 及び資料 7 に基づき、募集結果、国大協ロゴマーク選定小

委員会の書面審議結果について説明があった後、応募作品に対して評価を行っ

た委員から評価ポイントについて説明があった。資料 7 の絞り込まれた２６作

品について、意見交換を行った結果、作品 01 を最優秀賞作品として選定した。 

 

（４）国大協ホームページの刷新に関するＷＧの審議状況について 

宮田国大協ホームページの刷新に関するワーキンググループ座長から、資料

８に基づき、４月２８日開催のワーキンググループにおける検討内容等につい

て報告があった。 
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（５）今後の国立大学協会広報活動について 

事務局から、資料９に基づき、今後の広報活動について説明があった。意見

交換の結果、各国立大学から問い合わせがあれば、文部科学省記者会見室を使

用する記者発表に対する相談・助言を行うこととし、高校生新聞への記事提供

に関しては事務局で仲介することとした。今後、国会議員への直接広報につい

て、体制も含め検討していくこととした。 

 

（６）その他 

羽入委員長から、専門委員の欠員について説明があり、意見交換の結果、当

面は空席とすることとし、適切な方がいれば補充することとした。 

 

 以 上 
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平成２６年度第２回広報委員会 議事概要 

 

１．日 時  平成２６年１２月４日（木） １０：００～１２：００ 

２．場 所  学士会館２０３ 

３．出席者  羽入委員長、脇口副委員長 

宮田、進村、後藤、長友、一井、木谷の各委員 

 以上８名 

 

４．議事の経過及び結果 

Ⅰ 報告事項  

（１）広報企画小委員会の報告 

     広報企画小委員会の宮田座長から、資料２に基づき報告があった。  

 

（２）国大協ホームページの刷新に関するワーキンググループの報告 

    国大協ホームページの刷新に関するワーキンググループの宮田座長から、

資料３に基づき報告があった。  

 

（３）広報担当者連絡会の報告  

事務局から、資料４に基づき報告があった。  

大学の広報担当者から記者会見対応のための研修を開催して欲しいとの要

望に対して、総会又は理事会で役員向けの研修を話題にすることとした。  

また、広報担当者連絡会の在り方も検討することとした。  

 

 

Ⅱ 協議事項 

（１）平成２７年度広報事業計画等について 

     事務局から、資料５に基づき説明があり、その後、意見交換を行った。以

下の事項について、継続して検討していくこととした。 

    ・広報誌別冊は、基礎データを掲載するものを毎年１回発行すること。 

    ・小冊子は、作成の趣旨・目的を明確にしたうえで、大学に募集すること。 

    ・会員名簿は、冒頭に国大協の概要などを掲載し、名称変更すること。 

 

（２）平成２７年度広報誌「国立大学」について 

事務局から、資料６に基づき説明があり、以下の事を決定した。  

    ・ＨＰへは、冊子版より内容を充実したものを掲載すること。  

    ・「発見！国立大学」は、各大学がアピールしたい旬な内容を募集すること。  
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    ・配布先に経済団体の役員、政府の審議会を追加し、私立大学には配布しな

いこと。  

    ・メインテーマは「国立大学改革」がさらに加速していることをコンセプト

とし、次回の委員会で宮田委員からタイトルを提案すること。  

    ・サブテーマは、入試改革（６月号）、地方創生（９月号）、教育改革（人

文社会科学の意義・役割、教養教育の再構築を中心に。１２月号）、女性の

活躍（３月号）とすること。（最終的なタイトルは次回の委員会で審議する。） 

 

 以 上 
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平成２６年度第３回広報委員会及び平成２６年度第４回広報企画小委員会 

議事概要 

 

１．日 時  平成２７年２月５日（木） １０：００～１１：２０ 

２．場 所  学術総合センター ２０２・２０３ 

３．出席者  羽入委員長、脇口副委員長 

宮田、進村、後藤、長友、一井、木谷の各委員 

松下、中島の各専門委員 

以上１０名 

 

４．議事の経過及び結果 

（１）平成２７年度広報事業計画について 

事務局から、資料２に基づき説明があり、原案どおり承認した。 

 

（２）平成２７年度広報誌「国立大学」の企画について 

    事務局から、資料３に基づき説明があった。 

   メインテーマは宮田委員の提案どおり「新たな国立大学改革」に決定した。 

    第３７号は、サブテーマを「入試改革」、オピニオン候補者の第１候補を「天

野浩氏」、第２候補を「赤﨑勇氏」に決定した。 

    第３８号は、サブテーマを「地方創生」、オピニオン候補者を「高知大学長

と宇都宮大学長の対談」に決定した。 

   第３９号、第４０号は、次回の委員会で再検討することとした。 

以上とする事で平成２７年度広報誌「国立大学」の企画を決定した。 

 

（３）平成２７年度広報誌「国立大学」のデザインについて 

    株式会社インプレシオンから、机上配布資料に基づき説明があり、その後、

意見交換を行った。委員から、以下のとおり意見があった。 

   ・表紙のデザインはあまり変えない方が良い。 

・文字数を減らしてはどうか。 

・提案されたデザインで良い所は採用してはどうか。 

 

（４）国大協広報誌「国立大学」第３６号について 

事務局及び株式会社インプレシオンから、資料４に基づき、第３６号の概

要及びデザイン等について説明があり、委員からの意見を踏まえ編集作業を

進めることとした。 
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（５）平成２７年度「学生の皆さんへ。」について 

事務局から、資料５に基づき説明があった。委員からの意見を踏まえ原案を

一部修正した上で、２案とも各大学へ送付することとした。 

 

 以 上 
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平成26年度第1回事業実施委員会 議事概要 

 

 

１ 日 時  平成26年4月15日（火） 10:30～12:00 

２ 場 所  学術総合センター 1階 特別会議室101､102 

３ 出席者  山口委員長、中井副委員長、片峰副委員長 

吉澤、鈴木、森脇、栗林、前田 各委員 

 

４ 議事の経過及び結果 

（１）平成25年度事業実施委員会の活動状況報告について 

    事務局から、資料1-1～1-2及び参考資料4に基づき、平成25年度事業実施委員会

の活動状況について報告があった。 

 

（２）平成26年度国立大学法人総合損害保険の加入状況報告について 

    事務局から、資料2に基づき、平成26年度国立大学法人総合損害保険の加入状況に

ついて報告があった。 

 

（３）事業実施委員会の体制等について 

  ①副委員長の指名について 

委員長から、資料3-1に基づき、新年度の事業実施委員会の体制について確認した

後、「一般社団法人国立大学協会委員会規程」第5条第2項の規定により福島大学  

中井委員を副委員長に指名する旨、説明があり、了承された。併せて、第5条第3項

の規定により中井副委員長を第1順位、片峰副委員長を第2順位とする旨、説明があ

り、了承された。 

 

  ②事業実施委員会研修企画小委員会の構成について 

    委員長から、資料3-2に基づき、研修企画小委員会の構成について確認した後、小

委員長については、従前から事業実施委員会の第1順位の副委員長を指名しているの

で、中井副委員長を小委員長に指名する旨、説明があり、了承された。 

 

  ③専門委員候補者の推薦について 

    委員長から、資料3-2に基づき、神戸大学へ異動した吉井専門委員には引き続き専 

門委員を依頼する旨、説明があり、了承された。併せて、辞任した山下専門委員、両 

角専門委員の後任者について説明があり、候補の2名に専門委員就任の確認を行うこ 

とが了承された。 

 

  ④国立大学法人総合損害保険運営委員会の構成について 

    委員長から、資料3-3に基づき、国立大学法人総合損害保険運営委員会の構成につ

いて確認した後、3月31日付けで任期満了に伴い退職した金田委員の後任者について

説明があり、「国立大学総合損害保険運営委員会規則」第3条（3）に規定された学識

経験者として、候補者に委員就任の確認を行うことが了承された。併せて、辞任され

た萩野委員の後任補充は行わず、暫時、空席とすることが了承された。 
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（４）平成26年度研修等事業計画について 

    委員長から、資料 4 に基づき、平成 26 年度研修等事業計画について説明があった

後、個々の研修計画について意見交換を行った。併せて、各研修等事業を進めていく

過程において、変更等が生じた場合には、委員長一任とすることが了承された。 

 

 

①トップセミナーについて 

事務局から、資料4-1に基づき、講師候補者について説明があった後、意見交換を 

行い、推薦順位に基づき講演依頼を行うことが了承された。 

 また、事務局から、資料 4-2 に基づき、各大学への事例照会について説明があっ

た後、意見交換を行い、後日、事例発表の候補を事務局へ推薦することとなった。併

せて、各大学から回答のあった成果事例については、トップセミナーにて参考資料と

して配付することが了承された。 

 

  ②第１３回大学改革シンポジウム（国大協主催）について 

    事務局から、資料 4-3 に基づき、開催日と講師候補者について説明があった後、意

見交換を行い、開催日を 10 月 20 日とすることが了承された。また、後日、開催   

テーマ及び講師候補を事務局へ推薦することとなった。 

 

  ③大学マネジメントセミナーについて 

    事務局から、資料 4-4 に基づき、事業の進捗状況について説明があった後、意見交

換を行い、原案どおり進めていくこととなった。 

 

  ④理事研修会について 

    事務局から、資料 4-5 に基づき、事業の進捗状況について説明があった後、意見交

換を行い、原案どおり進めていくこととなった。 

 

  ⑤部課長級研修について 

    事務局から、資料 4-6 に基づき、事業の進捗状況について説明があった後、意見交

換を行い、原案どおり進めていくこととなった。 

 

  ⑥総合損害保険研修会について 

    事務局から、資料 4-7 に基づき、事業の進捗状況について説明があった後、意見交

換を行い、原案どおり進めていくこととなった。 
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  ⑦若手職員勉強会について 

    事務局から、資料 4-8 に基づき、企画の進捗状況について説明があった後、意見交

換を行い、原案どおり進めていくこととなった。 

 

  ⑧新任理事・事務局長就任予定者研修会について 

    事務局から、資料 4-9 に基づき、企画の進捗状況について説明があった後、意見交

換を行い、原案どおり進めていくこととなった。 

 

  ⑨大学改革等シンポジウム（地方開催版）について 

    事務局から、資料 4-10 に基づき、事業計画の選考要領と今後の選考スケジュール

について説明があった後、意見交換を行い、原案どおり進めていくこととなった。 

  ⑩平成 26 年度研修等事業における各委員の役割分担について 

    委員長から、資料 5 に基づき、研修等事業における委員の役割について説明があり、

後日、各委員の担当を決定するための日程照会を行うことを確認した。併せて、役割

分担の決定は委員長一任とすることが了承された。 

 

（５）国立大学の機能強化に関する案件について 

    事務局から、資料 6 に基づき、各案件への対応について説明があり、原案どおり了

承された。 

 

（６）その他 

オンライン授業の今後の展望について、委員より発言があった。 

 

以上 

95



平成26年度第2回事業実施委員会 議事概要 

 

１ 日 時  平成27年1月22日（木）15:00～16:40 

２ 場 所  学術総合センター１階 特別会議室101、102 

３ 出席者  山口委員長、中井副委員長、 

鈴木、森脇、栗林 各委員 

 

４ 議事の経過及び結果 

（1）事業実施委員会の体制について 

委員長から、資料1に基づき、平成２６年１１月の国大協総会において、本委員会副

委員長であった長崎大学の片峰副委員長が、国大協副会長および入試委員会委員長に就

任し、本委員会を離れる旨説明があった。その後、「一般社団法人国立大学協会委員会

規程」第5条第2項の規定により、会長指名理事である山口大学の岡委員を副委員長に

指名し、併せて、第5条第3項の規定により、中井副委員長を第1順位、岡副委員長を

第2順位とする旨報告があった。 

 

（２）平成２６年度事業等報告について 

    事務局から、資料２、資料３に基づき、平成２６年度研修等事業について報告があ

った。併せて、資料４に基づき、平成２６年度新規理事・事務局長就任予定者研修会

の実施に向けた進捗状況の報告があった。 

 

（３）平成２７年度国立大学法人総合損害保険の基本方針について 

    事務局から、資料５に基づき、平成２７年度国立大学法人総合損害保険の基本方針

について報告があった。 

 

（４）平成２７年度研修等事業計画（案）について 

    中井副委員長（研修企画小委員会委員長）から、資料６および参考資料５に基づき、

平成２６年１２月２５日に開催された研修企画小委員会の検討状況について報告があ

った。 

    次に事務局から、資料７から資料１７に基づき、平成２７年度研修等事業計画（案）

について説明があった後、意見交換を行い、原案どおり了承された。 

    なお、トップセミナーについては、政界、経済界から１名ずつを基調講演講師とす

ることとし、候補者に打診することとした。また、事例発表のテーマおよび発表校に

ついて、各委員から２月２５日までに事務局へ意見を提出することとした。 

    新任学長セミナーについては、平成２７年度から新たに開催することとし、学長経

験者の講師候補について、各委員から２月２５日までに事務局へ意見を提出すること

とした。 

国大協が主催する第１４回大学改革シンポジウムについては、「男女共同参画の推

進」又は「女性の活躍促進」をテーマとすることとし、講師候補について、各委員か
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ら２月２５日までに事務局へ意見を提出することとした。 

 

（５）平成２７年度国立大学法人総合損害保険の商品改定、引受保険会社の決定等について  

    事務局から、資料１８～資料２０に基づき、平成２７年度国立大学法人総合損害保

険の商品改定、引受保険会社の決定等について説明があり、原案どおり了承された。 

 

（６）平成２７年度事業実施委員会活動計画（案）について 

    事務局から、資料２１に基づき、平成２７年度事業実施委員会活動計画（案）につ

いて説明があり、原案どおり了承された。 

 

（７）その他 

    最後に、次年度の事業実施委員会については、事務局を通じて日程調整する旨、委

員長より発言があった。 

 

以上 
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平成２６年度第１回国立大学法人総合損害保険運営委員会 議事概要 

  

１ 日 時  平成２６年 7 月 31 日（木）１５：００～１６：３０ 

２ 場 所  如水会館 1 階 コンファレンスルーム 

３ 出席者  戸渡座長、近見副座長 

溝口、日向野、山﨑、根本、宮守 各委員 

 

４ 議事の経過及び結果について 

 ・議事に先立ち、近見副座長から、これまで座長をお引き受けいただいていた金田委員が

平成 26 年 3 月 31 日をもって人間文化研究機構長を退任されたため、新座長が選出され

るまでの間、進行役を務める旨の説明があった。 

 

（１）平成２６年度総合損害保険運営委員会の体制について 

   近見副座長から、総合損害保険運営委員会の体制について資料１－１及び１－２に基

づき確認した後、戸渡委員を座長として推薦したいとの提案があり、了承された。以後、

戸渡委員が座長として、議事を進めて行くこととなった。 

 

（２）平成２６年度国立大学法人総合損害保険（以下、国大協保険）について 

  ①平成２６年度国大協保険の商品改定状況等について 

    事務局から、平成２６年度国大協保険の商品改定内容について資料２－１及び参考

資料１、２に基づき報告があった。 

 

  ②国大協保険の概要について 

    国大協サービス（以下、KDS）から、国大協保険の概要について資料２－２に基づ

き説明があった。 

 

  ③平成２６年度国大協保険の加入状況及び保険料額の支払状況について 

    事務局並びに KDS から、国大協保険の加入状況及び保険料額の支払状況について

資料２－３及び２－４に基づき説明があった。 

 

  ④国大協保険の保険金支払状況について 

    KDS から、国大協保険の保険金支払状況について資料２－５に基づき説明があった。 

 

（３）国立大学法人総合損害保険に関する会員校からの要望等に対する今後の対応について 

   事務局から、国立大学法人総合損害保険に関する会員校からの要望等に対する今後の

対応について、資料３－１～３－３に基づき説明があった後、意見交換を行った。 

 委員からの意見を基に、問題点を整理し、9 月までに本委員会としての意見をまとめ、

書面審議にてお諮りした上で、事業実施委員会へ意見書を提出することで了承された。 
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（４）保険会社合併に伴うメニュー１引受体制の見直しについて（非公開） 

   事務局から、前回の本委員会において審議了承された保険会社合併に伴うメニュー１

引受体制の見直し（案）について、資料４－１及び４－２に基づき報告があった。 

   

 

以上 
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平成２6 年度第１回調査企画会議 議事概要 

 

日 時 平成２6 年５月２9 日（木） １５：３０～１６：４０ 

場 所 TKP ガーデンシティ竹橋 カンファレンスルーム１１Ｂ  

出席者 羽入座長、有川委員、福田委員、金子委員、吉見委員、佐藤委員、 

秦委員、清水委員、早田委員、一井委員、木谷委員 

以上１２名 

欠席者 大西委員、羽田委員、山本委員 

 

 座長から、議事に先立ち、高橋委員（前名古屋工業大学長）の後任として、豊

橋技術科学大学大西学長に、平成２６年４月１日から委員として加わっていただ

いた旨報告があった。 

 

議 事 

１．平成 25 年度政策研究所委嘱事項の研究報告書の取扱い（案）について  

政策研究所長から、「平成２５年度政策研究所の研究報告書の取扱い（案）」

（資料１－１）について説明があり、審議の結果、平成２５年度政策研究所の

研究報告書の取扱いについて、原案（資料１－１）のとおり了承された。 

 

２．平成２６年度政策研究所委嘱事項（案）について  

  事務局から、平成２６年度政策研究所委嘱事項の研究（案）及び研究体制（案）

（資料２－２、２－３）の概要について説明があり、審議の結果、委嘱事項に

ついては、原案（資料２－２、２－３）のとおり了承された。 

 

３．政策研究所所長自主研究について 

 平成２５年度に研究を開始した「政策研究所所長自主研究」について、座長か

ら、平成２６年度も引き続き研究を行い、適宜、研究報告いただく旨の発言があ

った。また、本研究の現状、今後の予定について、事務局から報告があった。 

 

以 上 
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平成 26 年度第 2 回調査企画会議 議事概要 

 

 

日 時 平成 27 年 1 月 28 日（水） 13：00 ～ 15：00 

場 所 学士会館 202 号室  

出席者 羽入座長、羽田委員、金子委員、山本委員、吉見委員、 

佐藤委員、秦委員、清水委員、早田委員、一井委員、木谷委員 

以上 11 名 

    豊田鈴鹿医療科学大学長（研究進捗状況報告のため出席） 

欠席者 大西委員、永田委員、福田委員 

 

議 事 

１．政策研究所委嘱研究等の進捗状況について 

   平成 26 年度に政策研究所へ委嘱を行った 2 件の研究及び政策研究所の 1

件の所長自主研究について、以下のとおり、現時点での進捗状況の報告を受

けた。 

 

（１）「年俸制適用教員の業績評価の在り方に関する調査研究」について 

  羽田委員から、資料 1-1 の各資料に基づき、報告があった。 

     

（２）「大学のコンプライアンスの在り方に関する調査研究」について 

佐藤委員から、資料 1-2 の各資料に基づき、報告があった。 

   

（３）所長自主研究「運営費交付金削減による国立大学への影響・評価に関す

る研究」について、豊田学長から、資料 1-3 に基づき、報告があった。 

       

   意見交換の結果、「年俸制適用教員の業績評価の在り方に関する調査研究」、

及び、所長自主研究「運営費交付金削減による国立大学への影響・評価に関

する研究」については、平成 26 年度で研究を終了し、報告書を取りまとめ

て、本会議に報告し、報告書の公表方法等については、おって書面審議、又

は、次年度第１回目の本会議で審議することとした。 

また、「大学のコンプライアンスの在り方に関する調査研究」については、

平成 27 年度も引き続き研究することとした。 

  

 ２．平成 27 年度事業計画等について 

   事務局から、資料 2 の各資料に基づき、本会議の次年度事業計画（案）、

及び、次年度の会議スケジュール（案）について説明を行った。 

 

 意見交換の結果、次年度の事業計画については原案どおり了承し、理事会

101



に報告することとした。 

また、次年度の会議スケジュールについては、原案どおり計画することと

し、次年度の政策研究所委嘱事項に関する具体的な研究課題及び政策研究所

委嘱事項の国立大学内外に向けた公表方法等については、座長、政策研究所

所長及び事務局により再度検討を行った上、書面又は次年度第 1 回目の本

会議に諮り、審議することとした。 

 

 ３．その他 

   次年度第 1 回目の本会議は 4 月から 5 月にかけての開催を予定しており、

おって事務局から案内することとした。 

 

以 上 
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Ⅲ 意見、提言、要望書等 

 

 

資料番号 

１  学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案について（会

長コメント） 

２  平成２７年度国立大学関係予算の確保・充実について（要望） 

３  平成２７年度税制改正に関する要望 

４  今後の国立大学の入学者選抜の改革の方向について 

５  留学生等受入れに係る安全保障上の入口管理等に関する要望 

６  決議 「日本再興」「地域創生」「女性の活躍促進」に貢献する国立 

   大学！ 

７  地域と国の発展を支え、世界をリードする国立大学！！（声明） 

８  競争的資金制度に関するルールの統一化について 
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Ⅳ 平成２６年度 国立大学協会概要 

（１） 国立大学協会組織図 

（平成 2７年 3 月 31 日現在） 
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会員（大学名） 学　　長 会員（大学名） 学　　長 会員（大学名） 学　　長

北海道大学 山口　佳三 宇都宮大学 進村　武男 奈良教育大学 長友　恒人

北海道教育大学 本間　謙二 群馬大学 高田　邦昭 奈良女子大学  今岡　春樹

室蘭工業大学 佐藤　一彦 埼玉大学 山口　宏樹
奈良先端科学技術
大学院大学

小笠原　直毅

小樽商科大学 和田　健夫 千葉大学 徳久　剛史 和歌山大学  山本　健慈

帯広畜産大学 長澤　秀行 横浜国立大学 鈴木　邦雄 鳥取大学  豐島　良太

旭川医科大学 吉田　晃敏
総合研究大学院
大学

岡田　泰伸 島根大学  小林　祥泰

北見工業大学 髙橋　信夫 新潟大学 髙橋　姿 岡山大学  森田　 潔

弘前大学 佐藤　 敬 長岡技術科学大学 新原　晧一 広島大学  浅原　利正

岩手大学 堺　　茂樹 上越教育大学 佐藤　芳德 山口大学  岡　　正朗

（平成２６年１１月１７日～
平成２７年３月１５日）

（学長代行）

西谷　泰昭
山梨大学 前田　秀一郎 徳島大学  香川　 征

（平成２７年３月１６日～） 岩渕　 明 信州大学 山沢　清人 鳴門教育大学  田中　雄三

東北大学 里見　 進 富山大学 遠藤　俊郎 香川大学  長尾　省吾

宮城教育大学 見上　一幸 金沢大学 山崎　光悦 愛媛大学  柳澤　康信

秋田大学 澤田　賢一
北陸先端科学技術
大学院大学

浅野　哲夫 高知大学  脇口　 宏

山形大学 小山　清人 福井大学 眞弓　光文 福岡教育大学  寺尾　愼一

福島大学 中井　勝己 岐阜大学 森脇　久隆 九州大学  有川　節夫

東京大学 濱田　純一 静岡大学 伊東　幸宏 （平成２６年１０月１日～） 久保　千春

東京医科歯科大学 吉澤　靖之 浜松医科大学 中村　 達 九州工業大学  松永　守央

東京外国語大学 立石　博高 名古屋大学 濵口　道成 佐賀大学  佛淵　孝夫

東京学芸大学 出口　利定 愛知教育大学 後藤　ひとみ 長崎大学  片峰　 茂

東京農工大学 松永　 是 名古屋工業大学 鵜飼　裕之 熊本大学  谷口　 功

東京藝術大学 宮田　亮平 豊橋技術科学大学 大西　 隆 大分大学  北野　正剛

東京工業大学 三島　良直 三重大学 内田　淳正 宮崎大学  菅沼　龍夫

東京海洋大学 岡本　信明 滋賀大学 佐和　隆光 鹿児島大学  前田　芳實

お茶の水女子大学 羽入　佐和子 滋賀医科大学 塩田　浩平 鹿屋体育大学  福永　哲夫

電気通信大学 福田　 喬 京都大学 松本　 紘 琉球大学  大城　 肇

一橋大学 山内　 進 （平成２６年１０月１日～） 山極　壽一 （特別会員） 機 構 長

（平成２６年１２月１日～） 蓼沼　宏一 京都教育大学 位藤　紀美子 人間文化研究機構 立本　成文

政策研究大学院大学 白石　 隆 京都工芸繊維大学 古山　正雄 自然科学研究機構 佐藤　勝彦

茨城大学 池田　幸雄 大阪大学 平野　俊夫
高エネルギ－加速
器研究機構

鈴木　厚人

（平成２６年９月１日～） 三村　信男 大阪教育大学 栗林　澄夫
情報・システム研
究機構

北川　源四郎

筑波大学 永田　恭介 兵庫教育大学 加治佐　哲也

筑波技術大学 村上　芳則 神戸大学 福田　秀樹

（２） 会員及び学長一覧（平成２６年４月～平成２７年３月）
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（３） 役員、委員会委員等名簿（平成２６年４月～平成２７年３月） 

 

役員等（理事・監事・会長補佐） 

（平成２６年４月１日～平成２６年９月３０日） 

 

理事（会  長）  松本  紘   京都大学長   

理事（副 会 長）  濵口 道成      名古屋大学長      

〃        里見  進   東北大学長       

〃         羽入佐和子   お茶の水女子大学長       

〃         谷口  功   熊本大学長       

理事（ 顧  問 ）   濱田 純一   東京大学長       

理事（専務理事）   一井 眞比古  香川大学名誉教授    

理事（常務理事）   木谷 雅人   国立大学協会事務局長  

理事                山口 佳三      北海道大学長        

〃        佐藤 一彦   室蘭工業大学長      

〃        中井 勝己   福島大学長         

〃        山内  進      一橋大学長     

〃                永田 恭介      筑波大学長       

〃                徳久 剛史   千葉大学長       

〃                髙橋  姿   新潟大学長       

〃                遠藤 俊郎   富山大学長       

〃                大西  隆   豊橋技術科学大学長       

〃        平野 俊夫   大阪大学長       

〃        福田 秀樹   神戸大学長       

〃        豐島 良太   鳥取大学長       

〃        浅原 利正   広島大学長       

〃        脇口  宏   高知大学長       

〃        有川 節夫   九州大学長       

〃        片峰  茂   長崎大学長 

監事         高田 邦昭     群馬大学長 

〃         長友 恒人      奈良教育大学長 

会長補佐       宮田 亮平   東京藝術大学長 

〃         鈴木 邦雄   横浜国立大学長 

〃         小笠原直毅   奈良先端科学技術大学院大学長 

〃         森田  潔   岡山大学長 
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役員等（理事・監事・会長補佐） 

（平成２６年９月３０日～平成２６年１１月７日） 

 

理事（会長代理・副会長）  濵口 道成      名古屋大学長      

理事（副 会 長）  里見  進   東北大学長       

〃         羽入佐和子   お茶の水女子大学長       

〃         谷口  功   熊本大学長       

理事（ 顧  問 ）   濱田 純一   東京大学長       

理事（専務理事）   一井 眞比古  香川大学名誉教授    

理事（常務理事）   木谷 雅人   国立大学協会事務局長  

理事                山口 佳三      北海道大学長        

〃        佐藤 一彦   室蘭工業大学長      

〃        中井 勝己   福島大学長         

〃        山内  進      一橋大学長     

〃                永田 恭介      筑波大学長       

〃                徳久 剛史   千葉大学長       

〃                髙橋  姿   新潟大学長       

〃                遠藤 俊郎   富山大学長       

〃                大西  隆   豊橋技術科学大学長       

〃                山極 壽一   京都大学長       

〃        平野 俊夫   大阪大学長       

〃        福田 秀樹   神戸大学長       

〃        豐島 良太   鳥取大学長       

〃        浅原 利正   広島大学長       

〃        脇口  宏   高知大学長       

〃        久保 千春   九州大学長       

〃        片峰  茂   長崎大学長 

監事         高田 邦昭     群馬大学長 

〃         長友 恒人      奈良教育大学長 

会長補佐       宮田 亮平   東京藝術大学長 

〃         鈴木 邦雄   横浜国立大学長 

〃         小笠原直毅   奈良先端科学技術大学院大学長 

〃         森田  潔   岡山大学長 
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役員等（理事・監事・会長補佐） 

（平成２６年１１月７日～平成２７年３月３１日） 

 

理事（会  長）  里見  進   東北大学長   

理事（副 会 長）  濵口 道成      名古屋大学長      

〃         羽入佐和子   お茶の水女子大学長       

〃        永田 恭介   筑波大学長       

〃         片峰  茂   長崎大学長       

理事（ 顧  問 ）   濱田 純一   東京大学長       

理事（専務理事）   一井 眞比古  香川大学名誉教授    

理事（常務理事）   木谷 雅人   国立大学協会事務局長  

理事                山口 佳三      北海道大学長        

〃        佐藤 一彦   室蘭工業大学長      

〃        中井 勝己   福島大学長         

〃                徳久 剛史   千葉大学長       

〃                髙橋  姿   新潟大学長       

〃                遠藤 俊郎   富山大学長       

〃                大西  隆   豊橋技術科学大学長       

〃        山極 壽一   京都大学長       

〃        平野 俊夫   大阪大学長       

〃        福田 秀樹   神戸大学長       

〃        豐島 良太   鳥取大学長       

〃        岡  正朗   山口大学長       

〃        脇口  宏   高知大学長       

〃        久保 千春   九州大学長       

〃        谷口  功   熊本大学長 

監事         高田 邦昭     群馬大学長 

〃         長友 恒人      奈良教育大学長 

会長補佐       宮田 亮平   東京藝術大学長 

〃         三島 良直   東京工業大学長 

〃         小笠原直毅   奈良先端科学技術大学院大学長 
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入試委員会 

 

【委員長】 

  里見  進  東北大学長（H26.11.7 まで） 

  片峰  茂  長崎大学長（H26.11.7 から） 

【副委員長】 

  濱田 純一  東京大学長 

  山内  進  一橋大学長（H26.11.7 まで） 

  岡  正朗  山口大学長（H26.11.7 から） 

【委 員】 

  髙橋 信夫  北見工業大学長 

  見上 一幸  宮城教育大学長 

  三島 良直  東京工業大学長 

  池田 幸雄  茨城大学長（H26.8.31 まで） 

  三村 信男  茨城大学長（H26.9.1 から） 

  村上 芳則  筑波技術大学長 

  伊東 幸宏  静岡大学長 

  中村  達  浜松医科大学長 

  濵口 道成  名古屋大学長（H26.11.7 から） 

  位藤 紀美子 京都教育大学長 

  山本 健慈  和歌山大学長 

  小林 祥泰  島根大学長 

  寺尾 愼一  福岡教育大学長 

  菅沼 龍夫  宮崎大学長 

 

【専門委員】 

  宮本 謙介  北海道大学大学院経済学研究科教授 

  山内  薫  東京大学大学院理学系研究科教授 

  香川  徹  名古屋工業大学理事・事務局長 

  川嶋 太津夫 大阪大学未来戦略機構教授 

  淵田 吉男  九州大学基幹教育院 副院長・教育実践部教授 

 

【学識経験者】 

  垂水 共之  中国学園大学教授  
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教育・研究委員会 
 

【委員長】 

  濵口 道成  名古屋大学長（H26.9.30まで） 

  谷口  功  熊本大学長（H26.10.1から） 

【副委員長】 

  徳久 剛史  千葉大学長 

  谷口  功  熊本大学長（H26.9.30まで） 

  山極 壽一  京都大学長（H26.10.1から） 

【委 員】 

  本間 謙二  北海道教育大学長 

  小山 清人  山形大学長 

  出口 利定  東京学芸大学長 

  白石  隆  政策研究大学院大学長 

  山口 宏樹  埼玉大学長 

  佐藤 芳德  上越教育大学長 

  内田 淳正  三重大学長 

  佐和 隆光  滋賀大学長 

  小笠原 直毅 奈良先端科学技術大学院大学長 

  田中 雄三  鳴門教育大学長 

  福永 哲夫  鹿屋体育大学長 

 

【専門委員】 

  深尾  彰  山形大学理事・副学長 

  橋本 美保  東京学芸大学教育学部教授 

  齊藤 亨治  埼玉大学理事・副学長 

  渡邉  誠  千葉大学理事 

  後藤 弘子  千葉大学大学院専門法務研究科教授 

  山田  賢  千葉大学文学部教授 

  立屋敷かおる 上越教育大学理事・副学長 

  藤井 良一  名古屋大学理事・副学長 

  束村 博子  名古屋大学大学院生命農学研究科教授 

  矢野 賢一  三重大学大学院工学研究科教授 

  江藤 みちる 三重大学医学系研究科助教 

   杉江  徹  滋賀大学理事・副学長 

   西園 芳信  鳴門教育大学理事・副学長
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大学評価委員会 

 

【委員長】 

  平野 俊夫  大阪大学長 

【副委員長】 

  遠藤 俊郎  富山大学長 

  豐島 良太  鳥取大学長 

【委 員】 

  長澤 秀行  帯広畜産大学長 

  澤田 賢一  秋田大学長 

  福田  喬  電気通信大学長 

  山内  進  一橋大学長（H26.11.30 まで） 

  蓼沼 宏一  一橋大学長（H26.12.1 から） 

  高田 邦昭  群馬大学長 

  前田 秀一郎 山梨大学長 

  鵜飼 裕之  名古屋工業大学長 

  加治佐 哲也 兵庫教育大学長 

  長尾 省吾  香川大学長 

  柳澤 康信  愛媛大学長 

  松永 守央  九州工業大学長 

 

【専門委員】 

  西田  眞  秋田大学副学長 

  三橋  渉  電気通信大学理事 

  髙橋  滋  一橋大学副学長（H26.11.30 まで） 

  辻  琢也  一橋大学副学長（H26.12.1 から） 

  新藤 久和  山梨大学理事・副学長 

  廣瀬 貞樹  富山大学理事・副学長 

  梅原 秀哲  名古屋工業大学大学院工学研究科教授 

  恵比須 繁之 大阪大学理事・副学長 

  福田 光完  兵庫教育大学副学長 

  細井 由彦  鳥取大学理事・副学長 

  上杉 正幸  香川大学副学長  
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国際交流委員会 

 

【委員長】 

  浅原 利正  広島大学長（H26.11.7 まで） 

  永田 恭介  筑波大学長（H26.11.7 から） 

【副委員長】 

  佐藤 一彦  室蘭工業大学長 

  髙橋  姿  新潟大学長 

【委 員】 

  和田 健夫  小樽商科大学長 

  堺  茂樹  岩手大学長（H26.11.16 まで） 

  西谷 泰昭  岩手大学長代行（H26.11.17 から H27.3.15 まで） 

  岩渕  明  岩手大学長（H27.3.16 から） 

  立石 博高  東京外国語大学長 

  新原 晧一  長岡技術科学大学長 

  浅野 哲夫  北陸先端科学技術大学院大学長 

  大西  隆  豊橋技術科学大学長 

  古山 正雄  京都工芸繊維大学長 

  森田  潔  岡山大学長 

  北野 正剛  大分大学長 

  大城  肇  琉球大学長 

 

【専門委員】 

  Praet Carolus 小樽商科大学商学部教授 

  宮崎 恒二  東京外国語大学理事 

  佐藤 一則  長岡技術科学大学国際連携センター長 

  川西 俊吾  北陸先端科学技術大学院大学先端領域基礎教育院院長 

  穂積 直裕  豊橋技術科学大学工学教育国際協力研究センター長 

  田口 雅弘  岡山大学大学院社会文化科学研究科教授 

  堀田 泰司  広島大学副理事 

  山岡 吉生  大分大学医学部教授 

  外間 登美子 琉球大学理事・副学長  
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経営委員会 

【委員長】 

  有川 節夫  九州大学長（H26.9.30まで） 

  福田 秀樹  神戸大学長（H26.10.1から） 

【副委員長】 

  永田 恭介  筑波大学長 

  福田 秀樹  神戸大学長（H26.9.30まで） 

  久保 千春  九州大学長（H26.10.1から） 

【委 員】 

  吉田 晃敏  旭川医科大学長 

  佐藤  敬  弘前大学長 

  松永  是  東京農工大学長 

  岡本 信明  東京海洋大学長 

  岡田 泰伸  総合研究大学院大学長 

  山崎 光悦  金沢大学長 

  眞弓 光文  福井大学長 

  塩田 浩平  滋賀医科大学長 

  今岡 春樹  奈良女子大学長 

  浅原 利正  広島大学長 

  香川  征  徳島大学長 

  佛淵 孝夫  佐賀大学長 
 

【専門委員】 

  太田  貢  旭川医科大学学長政策推進室長 

  廣田 和美  弘前大学大学院医学研究科教授 

  戸渡 速志  東京大学理事 

  竹田 幸博  東京大学医学部附属病院事務部長 

  渡邉  廉  東京農工大学理事・事務局長 

  関根 新市  東京海洋大学事務局長 

  吉川  晃  筑波大学理事・副学長 

  山本 修一  千葉大学医学部附属病院長 

  有松 正洋  金沢大学理事・副学長・事務局長 

  山本  博  金沢大学理事・副学長 

  高梨 桂治  福井大学理事・事務局長 

  佐藤 誠二  静岡大学人文社会科学部教授 

  辻谷 重宏  滋賀医科大学医学部附属病院副病院長 

  西阪  昇  京都大学理事・副学長（H26.9.30まで） 

  清木 孝悦  京都大学理事（H26.10.1から） 

  吉井 一雄  神戸大学理事・事務局長 

  笠井 俊秀  奈良女子大学理事・事務局長 

  芝田 政之  九州大学理事・事務局長 

  平野 浩之  九州大学企画部長 

  吉永 達雄  佐賀大学事務局長  
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広報委員会 

 

【委員長】 

  羽入 佐和子 お茶の水女子大学長  

【副委員長】 

  脇口  宏  高知大学長 

  大西  隆  豊橋技術科学大学長 

【委 員】 

  宮田 亮平  東京藝術大学長 

  進村 武男  宇都宮大学長         

  後藤 ひとみ 愛知教育大学長 

  長友 恒人  奈良教育大学長 

  一井 眞比古 国立大学協会専務理事 

  木谷 雅人  国立大学協会常務理事・事務局長 

 

【専門委員】 

  松下  計  東京藝術大学美術学部教授 

  中島 宗晧  宇都宮大学教育学部教授 

  中谷 いずみ 奈良教育大学国語教育講座准教授 

  菅沼 成文  高知大学副学長・教育研究部医療学系教授  
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事業実施委員会 

 

【委員長】 

  山口 佳三  北海道大学長 

【副委員長】 

  中井 勝己  福島大学長 

  片峰  茂  長崎大学長（H26.11.7まで） 

  岡  正朗  山口大学長（H26.11.7から） 

【委 員】 

  吉澤 靖之  東京医科歯科大学長 

  鈴木 邦雄  横浜国立大学長 

  山沢 清人  信州大学長 

  森脇 久隆  岐阜大学長 

  栗林 澄夫  大阪教育大学長 

  岡  正朗  山口大学長（H26.11.7まで） 

  前田 芳實  鹿児島大学長 

 

【専門委員】 

  新田 孝彦  北海道大学理事・副学長 

  羽田 貴史  東北大学高度教養教育・学生支援機構教授 

  吉武 博通  筑波大学ビジネスサイエンス系教授 

  吉井 一雄  神戸大学理事・事務局長 

  増田 宏明  宮崎大学理事・事務局長 
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国立大学法人総合損害保険運営委員会 

 

（国立大学法人等関係者） 

【座 長】 

戸渡 速志  東京大学理事（H26.7.31から） 

【委 員】 

戸渡 速志  東京大学理事（H26.7.30まで） 

溝口 周二  横浜国立大学理事・副学長 

米田 保晴  信州大学大学院法曹法務研究科・教授 

日向野 隆司 京都教育大学理事・事務局長 

山﨑 裕史  長崎大学理事・事務局長 

   

（学識経験者） 

【副座長】 

近見 正彦  一橋大学名誉教授 

【委 員】 

根本 光宏  高エネルギー加速器研究機構 管理局長 

 

（保険業界関係者） 

【委 員】 

宮守 康夫  共立インシュアランス・ブローカーズ株式会社 

公務開発室長 
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調査企画会議 

 

【座 長】 

羽入 佐和子   お茶の水女子大学長 

【委 員】 

大西  隆    豊橋技術科学大学長 

福田 秀樹    神戸大学長 

有川 節夫    九州大学長（H26.11.7まで） 

永田 恭介    筑波大学長（H26.11.7から） 

羽田 貴史    東北大学高度教養教育・学生支援機構副機構長 

山本  清    東京大学大学院教育学研究科教授 

吉見 俊哉    東京大学大学院情報学環教授 

金子 元久    筑波大学大学研究センター教授 

佐藤 誠二    静岡大学人文社会科学部教授 

秦  由美子   広島大学高等教育研究開発センター教授・専攻長 

清水  潔    元文部科学事務次官 

早田 憲治    国立大学協会参与 

一井 眞比古   国立大学協会専務理事 

木谷 雅人    国立大学協会常務理事・事務局長 
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